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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 
  

 
(注) 1． 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

2. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に、各期間の平均雇用人員（但し、１日勤務時間８時
間換算による）を外数で記載しております。 

3． 平成18年５月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年６月１日付をもって普通株式１株を２株に分割し
ております。なお、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参
考までに掲げると以下のとおりとなります。 

 
  

4． 第10期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日
企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

5． 第12期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間純損
失が計上されているため、記載しておりません。 

6． 第12期中間連結会計期間より、当社の連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額につきまして、
従来の千円単位での記載から百万円単位の記載に変更したことに伴い、第11期以前につきましても百万円単
位に組替え表示しております。 

第一部 【企業情報】

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期

会計期間

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成18年 
  11月30日

自 平成19年
  ６月１日 
至 平成19年 
  11月30日

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成19年 
  ５月31日

売上高 (百万円) 8,130 17,352 33,976 23,058 58,906

経常利益 (百万円) 1,009 1,327 1,375 2,255 3,755

中間(当期)純利益又は
中間純損失（△）

(百万円) 371 1,301 △611 928 1,663

純資産額 (百万円) 5,489 13,575 17,398 12,097 18,853

総資産額 (百万円) 71,359 140,110 165,022 99,306 146,713

１株当たり純資産額 (円) 63,853.54 48,493.13 63,322.47 87,069.85 66,701.85

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間純損失
（△）

(円) 4,458.50 6,975.30 △2,774.36 10,653.83 8,553.07

潜在株式調整後１株
当たり中間(当期)純利益

(円) 4,202.69 6,367.20 ― 9,251.17 7,329.12

自己資本比率 (％) 7.7 6.5 8.4 8.2 9.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,688 △17,065 △10,484 △3,678 △10,154

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,540 △8,969 △8,782 △23,730 △13,238

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,719 26,499 16,699 31,224 26,871

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 1,539 6,831 7,082 6,201 9,650

従業員数 
〔外、平均臨時雇用 
者数〕

(名)
713 

〔214〕
1,214

〔383〕
1,705

〔346〕
912 

〔219〕
1,413

〔366〕

回次 第10期中 第10期

会計期間

自 平成17年
  ６月１日
至 平成17年
  11月30日

自 平成17年
  ６月１日
至 平成18年
  ５月31日

(1) 連結経営指標等

１株当たり純資産額 （円） 31,926.77 43,534.93

１株当たり中間(当期)純利益 （円） 2,229.25 5,326.92
潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)純利益

（円） 2,101.35 4,625.59



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
（注）1．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

2．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に各期間の平均人員（但し、１日勤務時間８時間換算
による）を外数で記載しております。 

3．「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失（△）」及び「潜在株式調整後1株
当たり中間（当期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

4．第10期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日
企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

5．第11期中間期における１株当たり配当額300円は記念配当によるものであります。 
6．第12期中間会計期間より、当社の財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額につきまして、従来の千

円単位での記載から百万円単位の記載に変更したことに伴い、第11期以前につきましても百万円単位に組替
え表示しております。 

  

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期

会計期間

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成17年 
  11月30日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成18年 
  11月30日

自 平成19年
  ６月１日 
至 平成19年 
  11月30日

自 平成17年 
  ６月１日 
至 平成18年 
  ５月31日

自 平成18年
  ６月１日 
至 平成19年 
  ５月31日

売上高 (百万円) 4,493 8,927 11,299 13,583 20,668

経常利益 (百万円) 601 2,277 1,220 1,861 5,093

中間(当期)純利益又は
中間純損失（△）

(百万円) 337 541 △78 1,038 543

資本金 (百万円) 1,558 2,687 5,729 2,675 5,228

発行済株式総数 (株) 86,260.42 187,292 223,727 93,543.16 215,439

純資産額 (百万円) 5,462 8,678 13,689 8,245 13,666

総資産額 (百万円) 26,970 44,147 77,279 34,811 72,316

１株当たり配当額 (円) ― 300 ― 1,000 1,200

自己資本比率 (％) 20.3 19.6 17.7 23.7 18.9

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
84 

〔4〕
118

〔―〕
138

〔―〕
102 

〔4〕
130

〔―〕



２ 【事業の内容】 

（1）事業内容の重要な変更 

   当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。 

   なお、当社グループが今後スポーツクラブ事業、ホテル運営事業などを積極展開することに伴

い、前期まで「その他施設運営事業」として分類しておりましたセグメント名称を当中間連結会計

期間より「リゾート＆スポーツ、その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更は

ありません。 

  

（2）主要な関係会社の異動 

   主にテーマパーク施設を運営しておりました㈱ゼクスペットコミュニティは株式を売却したた

め、当中間連結会計期間より連結子会社に該当しなくなりました。又前連結会計年度において持分

法適用関連会社でありました㈲ＲＺ ＯＮＥ、チャーミング・アセット溝の口特定目的会社、特定

目的会社アクロポリスについては、出資の減少等により関連会社から除外しております。 

  



   事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  



３ 【関係会社の状況】 

（1）除外 

   主にテーマパーク施設を運営しておりました㈱ゼクスペットコミュニティは株式を売却したた

め、当中間連結会計期間より連結子会社に該当しなくなりました。又前連結会計年度において持分

法適用関連会社でありました㈲ＲＺ ＯＮＥ、チャーミング・アセット溝の口特定目的会社、特定

目的会社アクロポリスについては、出資の減少等により関連会社から除外しております。 

（２）新規 

当中間連結会計期間において、主要な以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
(注)１ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

   ２  「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有となっております。 

    ３   有価証券報告書の提出会社であります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成19年11月30日現在 

名称 住所

資本金
又は 
出資金 
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
(％)

関係内容

（連結子会社）

中央スピニング株式会社 愛知県稲沢市 100
リゾート＆スポ

ーツ、その他事業
65.27

（65.27）
       ―

合同会社ブトリント 東京都千代田区 0
不動産コンサルテ
ィング事業

―

当社より運転資金
を借入れておりま
す。 
当社より金融機関
からの借入に伴い
債務保証を受けて
おります。

ＹＵＲＩ ＬＡＮＤ  
ＡＳＳＥＴ１合同会社

大阪市北区 0
不動産コンサルテ
ィング事業

―

当社より匿名組合
出資を受入れてお
ります。匿名組合
出 資 の 割 合 は
100.0％でありま
す。

由利土地開発合同会社 大阪市北区 0
不動産コンサルテ
ィング事業

100.00
（100.0）

当社より金融機関
からの借入に伴い
債務保証を受けて
おります。

その他４社        ― ―       ― ―        ―

（持分法適用関連会社）

株式会社カヌチャベイリゾー
ト 
         （注）３

沖縄県名護市 1,346
リゾート＆スポー
ツ、その他事業

25.79
 
役員の派遣 １名 
 

合同会社アール・ティー・ケ
ー

東京都中央区      0
不動産コンサルティ
ング事業

  ―

当社より匿名組合出
資を受入れておりま
す。匿名組合出資の
割合は39.0％であり
ます。

合同会社エス・エス日進開発 東京都中央区  0
不動産コンサルティ
ング事業   ―

当社より匿名組合出
資を受入れておりま
す。匿名組合出資の
割合は32.0％であり
ます。

その他３社        ―  ―        ―   ―        ―



 
(注) １ 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に、当中間連結会計期間の平均雇用人員(但し、１

日勤務時間８時間換算による)を外数で記載しております。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は特定のセグメントに区別できない管理部門に所属しているもの

であります。 

３ 当中間連結会計期間において従業員数が292名増加しております。主な理由は、シニアハウジング＆サービ

ス事業の拡大に伴い新規施設の開設並びに開業準備等により、期中採用が増加したことによるものでありま

す。 

４ 当社グループが今後スポーツクラブ事業、ホテル運営事業などを積極展開することに伴い、前期まで「その

他施設運営事業」として分類しておりましたセグメント名称を当中間連結会計期間より「リゾート＆スポー

ツ、その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更はありません。 

  
(2) 提出会社の状況 

平成19年11月30日現在 

 
(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

不動産コンサルティング事業
139

〔 5〕

シニアハウジング＆サービス事業
1,087
〔147〕

リゾート＆スポーツ、その他事業
404

〔194〕

全社(共通)
75

〔―〕

合計
1,705
〔346〕

従業員数(名) 138



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加を中心とした企業収益の改善を背景に設備

投資の拡大・雇用の改善が見られるとともに、個人消費も持ち直しており、回復傾向にあります。し

かしながら、原油の高騰、サブプライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場の変動により、先

行きの不透明感が増しております。 

また、不動産市況においては、1,000億円規模の大型取引が相次ぐとともに、都心部の空室率の改

善、賃料上昇が見られる一方、サブプライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場の変動、平成

19年６月20日に施行された改正建築基準法やその他法改正による審査遅延の影響による供給戸数の減

少等により、依然として予断を許さない状況にあります。 

そのような事業環境のもと、当社グループは、「不動産価値創造を通じて心の豊かさにつながるホ

スピタリティサービスの提供」をミッションに、創業以来の事業である不動産の価値を最大化する不

動産コンサルティング事業、これからの高齢化社会に対応したシニア世代の方々に新たなライフスタ

イルを提供するシニアハウジング＆サービス事業、団塊世代の方々を中心に様々な世代に向け遊びを

提供するリゾート＆スポーツ、その他事業を展開いたしました。 

当中間連結会計期間におきましては、不動産コンサルティング事業が好調に推移しましたが、シニ

アハウジング＆サービス事業ならびにリゾート＆スポーツ、その他事業の損失が影響し、売上高

33,976百万円（前年同期比95.8％増）、営業利益2,373百万円（前年同期比10.6％減）、経常利益

1,375百万円（前年同期比3.6％増）、中間純損失611百万円（前年同期は中間純利益1,301百万円）と

なりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

① 不動産コンサルティング事業 

 不動産コンサルティング事業におきましては、ファンド・大手不動産向けの住居用不動産・商

業用不動産売却、連結子会社である株式会社中央コーポレーションによるマンションの分譲等を

行いました。 

 なかでも、関西地区でのファンド・大手デベロッパー向け用地売却ならびに九州地区での商業

用施設開発のほか、株式会社中央コーポレーションのマンション分譲が順調に推移した結果、売

上高26,617百万円（前年同期比131.2％増）となり、前中間連結会計期間に比べ15,104百万円の

増収となりました。また、営業利益は5,424百万円（前年同期比32.3％増）と前中間連結会計期

間に比べ1,322百万円の増益となりました。 

  

② シニアハウジング＆サービス事業 

 シニアハウジング＆サービス事業におきましては、健常者向けシニアレジデンス「チャーミン

グ・スクウェア」シリーズ４施設（1,171戸）ならびに介護付有料老人ホーム「ボンセジュー

ル」シリーズ31施設（2,083戸）、合計35施設（3,254戸）の運営を行いました。「チャーミン

グ・スクウェア」シリーズのうち、都心地区での２施設（溝の口・本郷）は満室に近い状態で稼

動したものの、関西地区での２施設（舞子・芦屋）に関しては、想定よりも少し遅いペースでの

稼動となりました。 



 また、「ボンセジュール」シリーズは、新規開業１施設に加えて、Ｍ＆Ａにて３施設を取得

し、当中間連結会計期間において新たに合計４施設の運営を開始いたしました。なお、開業後１

年以上経過しているものについては、90％以上の稼働率で推移したものの開業後１年未満のもの

については、前期末に開業が相次ぎ、30％程度の稼働率となりました。その結果売上高は、

3,997百万円と前中間連結会計期間に比べ1,456百万円の増収となりましたが、新規開業等による

コスト増の影響により、営業損失は、983百万円（前年同期は営業損失97百万円）となりまし

た。 

  

③ リゾート＆スポーツ、その他事業 

 リゾート＆スポーツ、その他事業におきましては、５施設のゴルフ場の運営ならびにゴルフ会

員権の販売、沖縄でのリゾートホテルの運営、静岡にて商業・温浴施設の運営を行いました。な

かでも、温浴施設の来場客数の低迷、ゴルフ場稼働率の低下はあったものの、沖縄でのリゾート

ホテルの稼働率は、好調に推移しました。その結果売上高は、3,361百万円となり、前中間連結

会計期間に比べ63百万円（前年同期比1.9％）の増収となりましたが、ゴルフ場及び温浴施設の

来場客数の低迷や稼働率の低下による売上高減少の影響により、営業損失は、453百万円（前年

同期は営業利益193百万円）となりました。 

 なお、当社グループが今後スポーツクラブ事業、ホテル運営事業などを積極展開することに伴

い、前期まで「その他施設運営事業」として分類しておりましたセグメント名称を当中間連結会

計期間より「リゾート＆スポーツ、その他事業」と変更しております。これによる分類の変更は

ありません。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の取得

および法人税等の支払ならびに営業譲受による支出があったものの、売上債権の回収が進んだことおよ

び長期前受収益（入居一時金）による収入が増加した一方で有利子負債圧縮が進んだ為、前連結会計年

度に比べ、2,568百万円減少し、7,082百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロ－） 

営業活動の結果使用した資金は、10,484百万円（前年同期比38.6％減）と前中間連結会計期間に比べ

6,580百万円減少いたしました。これは主として、分譲マンション事業等不動産コンサルティング事業

にかかる土地等たな卸資産の取得及び法人税等の支出が大幅に増加した一方で売上債権の回収が進んだ

ことおよび長期前受収益（入居一時金）による収入が増加したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロ－） 

投資活動の結果使用した資金は、8,782百万円（前年同期比2.1％減）と前中間連結会計期間に比べ

186百万円減少いたしました。これは主として、子会社及び関連会社株式を積極的に取得したことによ

る支出ならびに営業譲受による支出増があったものの、連結の範囲変更に伴う子会社株式の純受入額の

増加があったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロ－） 

財務活動の結果得られた資金は、16,699百万円（前年同期比37.0％減）と前中間連結会計期間に比べ

9,800百万円減少いたしました。これは主として、新規たな卸資産の取得および法人税等の支払ならび

に営業譲受による支出等に伴い、借入金及び社債の発行による資金調達を行なった一方、たな卸資産の

売却による長期借入金の返済に伴う有利子負債圧縮が進んだことによるものです。 



  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

（1） 生産実績 

当社グループは、不動産コンサルティング事業、シニアハウジング＆サービス事業及びリゾート＆ス

ポーツ、その他事業を主体としており、生産実績を定義することが困難であるため、生産実績の記載は

しておりません。 

  

（2） 受注実績 

当社グループは、受注生産を行っていないため、受注実績の記載はしておりません。 

  

（3） 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 当中間連結会計期間のエルシーピー投資法人及び前中間連結会計期間の㈱ジョーコーポレーションの販売高

及び割合については、販売高の割合が100分の10未満のため記載を省略しております。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

不動産コンサルティング事業においては、不動産市場の動向や金利動向などのマクロ要因を十分

に認識したうえで、個々の不動産の特性を最大限活かした不動産価値創造に努めてまいります。シ

ニアハウジング＆サービス事業に関しては、入居者に対する虐待や介護保険の不正受給などが社会

問題化しておりますが、当社グループは、同事業の社会的重要性を十分認識し、コンプライアンス

を遵守した堅実な業務運営に努めてまいります。リゾート＆スポーツ、その他事業においては、各

事業の事業性および事業特性を十分に見極めたうえで、メリハリをつけた業務運営を行なってまい

ります。 

 以上の課題を認識の上、当社グループは、当社グループの強みである不動産開発力と施設運営力

をベースとして、シニア世代に対し、「遊び」「健康」「住まい」「介護」「医療」の５つの分野

において、付加価値の高いサービスを幅広く提供することで、顧客基盤の拡大・収益性の向上を実

現し、安定的な成長を図ってまいります。  

これらの施策とあわせ、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、財務報告に係る

内部統制システムの構築など、コンプライアンスの更なる徹底に努めてまいります。 

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

販売高(百万円) 前年同期比(％)

不動産コンサルティング事業 26,617 131.2

シニアハウジング＆サービス事業 3,997 57.3

リゾート＆スポーツ、その他事業 3,361 1.9

合計 33,976 95.8

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

エルシーピー投資法人 3,060 17.6 ― ―

㈱ジョーコーポレーション ― ― 3,750 11.0



なお、当社の財務及び事業方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針は、以下のとお

りであります。          

当社は、平成19年７月12日開催の取締役会に於いて、会社法施行規則第127条に定める「当社の

財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を以下のように決定いたし

ました。 

① 基本方針の内容 

当社は公開会社であることから、当社が当社株式の大量買付けによる当社グループへの経営への

関与または支配権の移転を伴う買付提案を受けた場合には、その提案・実施に応じるか否かの判断

は、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。  

 しかしながら、将来起こりうる当社株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て明らかに

企業価値を損なうと考えられるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるも

の、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討するに十分な情報や時間を提供しない

ものなど、濫用目的によるものがないとは言えず、その結果として、企業価値を毀損し、株主の皆

様の利益を損なう可能性もあります。  

 そのため、当社は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループ・ミッショ

ンおよび社会的存在価値を踏まえた企業経営を十分に理解し、当社の企業価値および株主の皆様の

共同の利益を中長期的に確保、向上していくことに理解あることが必要であり、上記に挙げたよう

な大量買付行為を一方的かつ強行に行う者に対しては必要かつ相当な対策を講じることとし、これ

をもって、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針としており

ます。  

② 具体的な取り組み 

当社は、当社株式の大量買付の提案・実施がなされるに際しては、株主の皆様が不適切な買付行

為等ではないかどうかを判断されるために十分な情報や時間の提供がなされること、また、当社の

企業価値・株主の皆様の共同の利益を毀損する買付等を未然に防止するために一定のルールを策定

しました。  

 当ルールは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買

付、または、当社が発行者である株券等について、公開買付にかかわる株券等の株券等所有者割合

およびその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付等を対象とし、イ．買付

者等が買付等を行う前に、買付等の内容の検討に必要な情報および当ルールに定める手続を遵守す

る旨を記載した書面を提出すること、ロ．買付行為は買付者等が当社取締役会に対して前述の情報

および書面を提出した後、一定の評価期間の経過後に開始されることを必要条件といたしました。 

 当ルールが遵守されない場合、または、当ルールが遵守された場合であっても、当社の企業価

値、株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合、当社は、当該

買付者等による権利行使は認められないとの行使条件、および当社が当該買付者等以外の者から当

社株式と引換に新株予約権を取得することができる旨の取得条項、が付された新株予約権を、その

時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当の方法により割り当てます。  

 なお、当新株予約権無償割当手続きの実施、不実施の判断については、当社取締役会の恣意的判

断を排するため、当社の経営陣から独立した者で構成される独立委員会を設置しており、同委員会

の判断を仰ぎ、取締役会はその判断を最大限尊重するものとしています。  

③ 具体的な取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

当社取締役会は、上記②の施策を上記①の基本方針に則り設計し、企業価値および株主の皆様の

共同の利益を確保、向上させることを前提に導入いたします。  



 それは、当社株式の大量買付の提案・実施がなされるに際しては、株主の皆様が不適切な買付

行為等ではないかどうかを判断されるために十分な情報や時間の提供がなされることを確保し、①

の基本方針のとおり、その提案・実施に応じるか否かの判断を、最終的には株主の皆様の意思に基

づき行われるべきことを原則としつつ、さらに、上記②の実施、不実施の判断については、当社の

経営陣から独立した者で構成される独立委員会を設置し、同委員会の判断を経ることが定められて

いることから、公共性・客観性は充分担保されており、当社取締役の地位の維持を目的とするもの

ではない仕組みの確保が出来るものと考えております。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当社は、平成19年９月21日開催の当社取締役会において、グッドウィル・グループ㈱の子会社であ

る㈱コムスンの住宅型有料老人ホーム「バーリントンハウス」事業および介護付有料老人ホーム「コ

ムスンガーデン」事業を、当社の連結子会社である㈱ゼクスアクティブ・エイジの子会社である㈱ゼ

クスアクティブ・シニア（旧、バーリントンハウス事業承継㈱）および当社の連結子会社である㈱ゼ

クスコミュニティ・レジデンス（旧、コムスンガーデン事業承継㈱）がそれぞれ会社分割の方法によ

り承継することを決議し、同日付でそれぞれ分割契約その他の関連契約を締結いたしました。 

  （1） 吸収分割の目的 

㈱コムスンの運営する住宅型有料老人ホーム「バーリントンハウス」事業および介護付有料老

人ホーム「コムスンガーデン」事業について、ご入居者の意向を尊重し、確実にサービスを継続

すること、また、従業員の意向を尊重し、円滑に雇用を継続することを前提に、当社シニアハウ

ジング事業の更なる事業領域の拡充を図るため。 

  （2） 吸収分割の条件 

本件分割の効力発生日は平成19年12月１日とし、分割期日の前日までに分割会社および承継会

社の株主総会の承認、法令に定める関係省庁の承認が得られることを条件に、承継会社は分割会

社から平成19年６月末日現在の貸借対照表を基礎とし、分割期日の前日までの増減を加除修正し

た資産、負債および権利義務を承継します。分割承継資産等のうち、承継会社が分割会社から承

継する負債および義務については、すべて免責的に承継され、分割会社は、承継会社が本件分割

により承継した債務について弁済の責を免れます。 

  （3） 承継する資産・負債 

承継会社の名称：㈱ゼクスアクティブ・シニア 

資産 3,901百万円 

負債 3,710百万円 

承継会社の名称：㈱ゼクスコミュニティ・レジデンス 

資産 2,454百万円 

負債 2,595百万円 

（4） 吸収分割会社となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社となる会社の株式の数その他の財

産各承継会社は、分割会社に対してそれぞれ金銭１円を交付します。株式の割当は行いませ

ん。 

  （5） 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の資本金・事業の内容等 

承継会社の名称：㈱ゼクスアクティブ・シニア 

資本金 30百万円 

事業の内容：住宅型有料老人ホーム「バーリントンハウス」事業の運営 

承継会社の名称：㈱ゼクスコミュニティ・レジデンス 



資本金 10百万円 

事業の内容：介護付有料老人ホーム「ボンセジュールグラン」（旧、「コムスンガーデン」）

事業の運営  

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、㈱ゼクスペットコミュニティの設備は、株式売却に伴う連結除外によ

り、当社グループの主要な設備に該当しなくなりました。当該設備の状況は、次のとおりであります。 

  

国内子会社 

 
(注) 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であります。なお、金額には消費税等が含まれておりません。 

  

上記の他、除外となった主要なリース設備は次のとおりであります。 

 
  

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の 
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物

及び構築物
土地

(面積㎡)
その他 合計

株式会社 

ゼクスペッ

トコミュニ

ティ

わんにゃん

ワールド 

多摩他 

(東京都 

多摩市)

リゾート＆

スポーツ、

その他事業

学院及び

テーマパ

ーク施設

581
― 

（ ― ）
10 592

34 

〔45〕

横浜ペット

コミュニテ

ィ専門学院 

(神奈川県

横浜市 

港北区)

リゾート＆

スポーツ、

その他事業

 学院 332
168 

（425.00）
6 507

15 

〔9〕

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメント 
の名称

設備の内容 リース期間
年間リース料
（千円）

リース契約 
残高（千円）

株式会社 
ゼクスペットコ
ミュニティ

わんにゃん 
ワールド多摩  
(東京都多摩市)

リゾート＆ 
スポーツ、 
その他事業

学院及びテー
マパーク施設
内備品他

2～5年 13,341 31,981



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

（1） 重要な設備計画の変更 

 前連結会計年度末に計画していた設備計画は、投資コストの見直しにより、投資予定額等を次のと

おり変更いたしました。 

 
（注）前連結会計年度末に比べ、投資予定額を「チャーミング・スクウェア白金」は103百万円減額、「チャーミング

スクウェア小金井」は1,019百万円増額致しました。なお、「チャーミングスクウェア小金井」は「（仮称）向

台町三丁目地区（Ｂ敷地）」に名称を変更しております。 

  

（2） 重要な設備計画の完了 

 前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のと

おりであります。 

 
(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の 
内容

投資予定額
(単位：百万円) 資金調達

方法
着手
年月

完了 
予定 
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

提出会社

チャーミン
グ・スクウ
ェア白金
（東京都港
区）

シ ニ ア ハ
ウ ジ ン グ
＆ サ ー ビ
ス事業

シニア住
宅

8,594 3,946 借入金
平成17年

9月
平成20年 

2月

鉄筋コンクリー
ト造地下1階 

地上10階建160戸
（内ユニットケ

ア8室） 
延べ床面積
18,758.71㎡

提出会社

（仮称）向
台町三丁目
地区（Ｂ敷
地） 
（東京都西
東京市）

シ ニ ア ハ
ウ ジ ン グ
＆ サ ー ビ
ス事業

高齢者用
マンショ
ン（ケ ア
センター
付）

16,104 3,825 借入金
平成20年
10月

平成22年 
3月

鉄筋コンクリー
ト造地上14階建

493戸 
延べ床面積
40,896.99㎡

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別セ 
グメント 
の名称

設備の
内容

投資額
（単位：百万

円）
完了年月

完成後の 
増加能力

株式会社ゼクス
コミュニティ

ボンセジュ
ール三鷹 
（東京都三
鷹市）

シニアハウジン
グ＆サービス事
業

高齢者向
け一般住
宅

475
平成19年
 10月

 
 

鉄筋コンクリート造 
地下2階地上8階  
塔屋1階建66室  

延床面積3,619.40㎡ 
 

株式会社チャー
ミング・リゾー
ト藤岡

チャーミン
グ・リゾー
ト藤岡ゴル
フ倶楽部
（群馬県藤
岡市）

リゾート＆スポ
ーツ、その他事
業

ゴルフ場 286
平成19年

7月

西コースグリーン 
1ベント化改修工事、
散水設備改修工事等 

 



（3）重要な設備の新設等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は次のとおりであります。 

 
(注) 新ビルの概要につきましては、今後の検討に伴い変更する場合がありますが、現在のところ以下のとおりであ

ります。 

  

 
  

（4）重要な設備の除却等 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却等は、ありません。 

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の 
内容

投資予定額
（単位：百万円） 資金調達

方法
着手
年月

完了予定 
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

株 式 会 社
中 央 コ ー
ポ レ ー シ
ョン

（仮）Ｃ Ｃ
名古屋ビル
（名古屋市
中区）

不 動 産 コ
ン サ ル テ
ィ ン グ 事
業

賃貸ビ
ル建替

未定 1,213 未定
平成19年
12月

平成23年 
3月

未定

 敷地面積 4,128.66㎡（1,248.92坪）

 建ぺい率 100％

 延床面積 35,487㎡（10,734.81坪）

 容積率 859.53％

 主要用途 賃貸オフィス

 階数 地上28階 地下２階

 高さ 130ｍ

 構造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

 駐車場 地下12台、４階建自走式駐車場 177台

 設計・監理 ㈱日建設計



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

（1）【株式の総数等】 

 ① 【株式の総数】 
  

 
  

 ② 【発行済株式】 
  

 
（注） 提出日現在の発行数には、平成20年２月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。 

  

（2）【新株予約権等の状況】 

① 以下の新株予約権は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平

成13年法律第129号。以下「商法等改正整備法」という。)第19条第１項の規定により新株予約権と

みなされる新株引受権であり、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)により改正され

る以前の商法第280条ノ19の規定に基づく特別決議により発行された新株引受権であります。 

平成12年５月23日の臨時株主総会において特別決議された新株引受権(ストックオプション)の状況 

 
(注) １ 当該新株引受権については、決議事項及び登記事項を含めて当該事項に関する一切の規定は定めておりませ

ん。 

２ 下記に掲げる事由により当社の株式数に変更を生ずる場合または変更を生ずる可能性がある場合には、行使

価額を次に定める算式(「コンバージョン・プライス方式による行使価額調整式」)により調整するものとす

る。 

(イ)調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合 

(ロ)株式分割により株式を発行する場合 

(ハ)調整前行使価額を下回る価額をもって当社の普通株式に転換できる、または普通株式の引受権を有する

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 748,000

計 748,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年11月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年２月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 223,727 223,727
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 223,727 223,727 ― ―

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数(注)１ ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)３.６ 70.4株 70.4株

新株予約権の行使時の払込金額(注)１ １株あたり 2,233円 １株あたり 2,233円

新株予約権の行使期間
平成14年６月１日から
平成22年５月22日まで

平成14年６月１日から 
平成22年５月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)２

発行価格 2,233円 発行価格 2,233円

資本組入額 2,233円 資本組入額 2,233円

新株予約権の行使条件 (注)４.５ (注)４.５

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４.５ (注)４.５

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



証券を発行する場合 

(ニ)調整前行使価額を下回る価額を当初行使価額とする旧商法280条ノ19第２項による新株引受権を付与す

る場合 

＜コンバージョン・プライス方式＞ 

 
なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって普通株式１株を２株に分割

し、発行価格は2,233円、資本組入額は2,233円に調整されております。 

３ 上記２により行使価額を調整する場合は、次の算式により株式数の調整を行うものとする。 

 
この場合に１株未満の端数が生ずる場合には、その端数はこれを切り捨てるものとする。 

また、利益の資本組入れ等を条件として株式分割を行う場合において、権利行使すべき株主もしくは質権者

たることとみなす基準日として旧商法224条ノ３第１項に規定された一定の日の翌日から、株式分割の効力

が生じ株主となる日の前日までに新株予約権を行使したものに対しては、次の算出方法により当社の普通株

式を発行するものとする。 

 
なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって普通株式１株を２株に分割

し、新株予約権の目的となる株式の数は294.4株に調整されております。 

４ 当該新株引受権については、権利行使できる株式の上限を以下のとおり定めております。 

被付与者は下記の各期間中において、新株引受権の行使により当該被付与者に対して発行された当社株式の

累計が、下記のそれぞれの期間について規定された株式数を超えない範囲内において権利を行使することが

出来る。 

(イ)平成15年５月31日まで 

  付与された新株引受権にかかる株式数の３分の１に相当する株式数 

(ロ)平成15年６月１日から平成16年５月31日まで 

  付与された新株引受権にかかる株式数の３分の２に相当する株式数 

(ハ)平成16年６月１日以降 

  付与された新株引受権にかかる株式数の３分の３に相当する株式数 

５ その他、新株予約権の行使条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成12年５月23日開催

の臨時株主総会及び同日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結した「新

株引受権付与契約書」に定められています。 

６ 新株引受権の目的となる株式の数は、特別決議における新株発行予定数から退職等による権利を喪失した株

数を控除した数のことであります。 

  

調整後
行使価額

＝
既発行株式数×調整前行使価額 ＋ 新発行株式数×１株当り払込金額

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

株式数 ＝

調整前行使価額をもって権利
行使により発行される株式数

× 調整前行使価額

調整後行使価格

株式数 ＝
[ 調整前

行使価額
―

調整後 
行使価額] ×

調整前行使価額をもって新株引受権
行使によって発行された株式数

調整後行使価格



② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成14年８

月30日開催の定時株主総会において特別決議された新株予約権(ストックオプション)の状況は、次の

とおりであります。 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついても行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切捨てるものとする。 

 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調

整による１円未満の端数は切上げる。 

 
なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって、普通株式１株を２株に分

割し、発行価格は24,554円、資本組入額は12,277円および新株予約権の目的となる株式の数は672.0株に調

整されております。 

２ 新株予約権の行使の条件 

① 権利者は、新株予約権の行使時において一定要件以外は当社および当社子会社の取締役、監査役または従

業員であることを要す。 

② 権利行使が、発行決議の日から２年経過後であること。 

③ 新株予約権の譲渡、質入、その他一切の処分および相続は認めない。 

３ その他、新株予約権の行使条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成14年８月30日開催

の定時株主総会及び平成14年12月９日開催の取締役会決議に基づき、当社および当社子会社の対象取締役、

監査役もしくは従業員との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められています。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数 23個  23個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 515.2株 515.2株

新株予約権の行使時の払込金額(注)１ １株あたり 24,554円 １株あたり 24,554円

新株予約権の行使期間
平成16年８月31日から
平成24年８月30日まで

平成16年８月31日から 
平成24年８月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)１

発行価格 24,554円 発行価格 24,554円

資本組入額 12,277円 資本組入額 12,277円

新株予約権の行使条件 (注)２.３ (注)２.３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２.３ (注)２.３

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当り払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
分割・新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数



③ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成15年

８月27日開催の定時株主総会において特別決議された新株予約権(ストックオプション)の状況は、

次のとおりであります。 

  

 
(注)１ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切捨てるものとする。 

 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株あたりの払込金額を調整し、調整に

よる1円未満の端数は切上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切上げる。 

 
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって、普通株式１株を２株に分割

し、発行価格は157,636円、資本組入額は78,818円および新株予約権の目的となる株式の数は2,156株に調整

されております。 

   ２ 新株予約権の行使の条件 

① 権利者は、新株予約権の権利行使時において一定要件を満たす場合以外は、当社および当社子会社の取締

役、監査役、従業員、顧問であることを要す。 

② 新株予約権者の質入その他一切の処分及び相続は認めない。 

３  その他、新株予約権の行使条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成15年８月27日開

催の定時株主総会及び平成16年７月２日開催の取締役会決議に基づき、当社および当社子会社の対象取締

役、監査役、従業員もしくは顧問との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められています。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数 509個 505個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 2,036株 2,020株

新株予約権の行使時の払込金額(注)１ １株あたり 157,636円 １株あたり 157,636円

新株予約権の行使期間
平成19年９月 1日から
平成25年８月27日まで

平成19年９月 1日から 
平成25年８月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)１

発行価格 157,636円

資本組入額 78,818円

発行価格 157,636円

資本組入額 78,818円

新株予約権の行使の条件 (注)２，３ (注)２，３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２，３ (注)２，３

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後 
払込金額

＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当り払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数



④ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成16年

８月25日開催の定時株主総会において特別決議された新株予約権(ストックオプション)の状況は、

次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切捨てるものとする。 

 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株あたりの払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切上げる。 

 
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって、普通株式１株を２株に分

割し、発行価格は158,385円、資本組入額は79,193円および新株予約権の目的となる株式の数は4,416株に調

整されております。 

   ２ 新株予約権の行使の条件 

① 権利者は、新株予約権の権利行使時において一定要件を満たす場合以外は、当社および当社子会社の

取締役、監査役、使用人であることを要す。 

② 新株予約権者の質入その他一切の処分及び相続は認めない。 

３ その他、新株予約権の行使条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成16年８月25日開催

の定時株主総会及び平成17年６月30日開催の取締役会決議に基づき、当社および当社子会社の対象取締役、

監査役、もしくは使用人との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められています。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年1月31日)

新株予約権の数 2,055個 1,994個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 4,110株 3,988株

新株予約権の行使時の払込金額(注)１ １株あたり 158,385円 １株あたり 158,385円

新株予約権の行使期間
平成20年９月 1日から
平成26年８月25日まで

平成20年９月 1日から 
平成26年８月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)１

発行価格 158,385円

資本組入額 79,193円

発行価格 158,385円

資本組入額 79,193円

新株予約権の行使の条件 (注)２，３ (注)２，３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２，３ (注)２，３

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後 
払込金額

＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当り払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数



⑤ 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年８月26日開催の

定時株主総会において特別決議された新株予約権(ストックオプション)の状況は、次のとおりであ

ります。 

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切捨てるものとする。 

 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株あたりの払込金額を調整し、調整に

よる１円未満の端数は切上げる。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による１円未満

の端数は切上げる。 

 
さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって、普通株式１株を２株に分

割し、発行価格は285,000円、資本組入額は142,500円および新株予約権の目的となる株式の数は4,770株に

調整されております。 

   ２ 新株予約権の行使の条件 

① 権利者は、新株予約権の権利行使時において一定要件を満たす場合以外は、当社および当社子会社の

取締役、監査役、使用人であることを要す。 

② 新株予約権者の質入その他一切の処分及び相続は認めない。 

３ その他、新株予約権の行使条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成17年８月26日開催

の定時株主総会及び平成18年２月10日開催の取締役会決議に基づき、当社および当社子会社の対象取締役、

監査役、もしくは使用人との間で締結した「新株予約権割当契約」に定められています。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数 2,212個 2,165個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注)１ 4,424株 4,330株

新株予約権の行使時の払込金額(注)１ １株あたり 285,000円 １株あたり 285,000円

新株予約権の行使期間
平成18年９月 1日から
平成27年８月26日まで

平成18年９月 1日から 
平成27年８月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)１

発行価格 285,000円

資本組入額 142,500円

発行価格 285,000円

資本組入額 142,500円

新株予約権の行使の条件 (注)２，３ (注)２，３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)２，３ (注)２，３

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項
― ―

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後 
払込金額

＝ 調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当り払込金額

調整後 
行使価額

＝
調整前 
行使価額

×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数



⑥ 平成13年改正旧商法第341条ノ2の規定に基づき、次のとおり新株予約権付社債を発行しておりま

す。 

  

 
(注)  当社が本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で新たに当社

普通株式を発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合、次の算式により調整する。 

 
（なお、「既発行株式数」には当社が有する当社普通株式数は含まない。） 

また、転換価額は、当社普通株式の分割または併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株

式の交付を請求できる新株予約権の発行、当社による一定の財産、金銭、株式等の当社株主への分配、その他

本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整される。但し、当社のストック・オプション制度

によるオプションの付与その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行われない。 

なお、平成18年5月12日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日をもって、普通株式１株を２株に分割

し、発行価格は166,878.4円、資本組入額は83,440円および新株予約権の目的となる株式の数は12,554.05株に

調整されております。 

  

2010年5月31日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（平成17年6月13日発行）

中間会計期間末現在
(平成19年11月30日)

提出日の前月末現在 
(平成20年１月31日)

新株予約権の数 415個  415個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(注) 12,434.2株 12,434.2株

新株予約権の行使時の払込金額(注) １株あたり 166,878.4円 １株あたり 166,878.4円

新株予約権の行使期間
平成17年６月27日から
平成22年５月17日まで

平成17年６月27日から 
平成22年５月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(注)

発行価格 166,878.4円

資本組入額 83,440.0円

発行価格 166,878.4円

資本組入額 83,440.0円

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使
はできないものとする

各本新株予約権の一部行使
はできないものとする

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません 該当事項はありません

代用払込みに関する事項 ― ―

新株予約権付社債の残高（百万円） 2,075 2,075

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

既発行株式数 ＋

新発行・   １株当り発行
処分株式数  × 又は処分価額

調整後 
転換価額

＝
調整前 
転換価額

×
１株当り時価

既発行株式数 ＋発行または処分株式数



（3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

  



 （4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

 
（注）発行済株式総数及び資本金、資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものです。 

  

（5）【大株主の状況】 

平成19年11月30日現在 

 
(注)  ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社から、平成19年９月21日付で関東財務局長に提出された大

量保有報告書により、平成19年９月14日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社

として当中間連結会計期間末の実質所有株式数の確認ができない部分については、上記「大株主の状況」には

含まれておりません。 

 なお、当該大量保有報告書に記載の保有株式数及び平成19年11月30日現在の発行済株式総数に対する所有株

式数の割合は以下のとおりであります。 

 
  

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)
平成19年6月1日～ 
平成19年11月30日

8,288 223,727 501 5,729 501 5,477

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社ヒロ・アセット 東京都港区六本木1丁目5-3-2005 44,000 19.67

平山 啓行 東京都港区 10,032 4.48

株式会社ドリームインキュベー
タ

東京都目黒区上目黒2丁目1-1 
中目黒GTタワー

9,554 4.27

増田 達哉 東京都目黒区 9,280 4.15

高山 美代子 大阪府大阪市天王寺区 8,960 4.00

エスイービー エージー（常任
代理人：株式会社三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行決済事業部）

MAINZER LANDSTR. 16 D-60437 FRANKFURT 
F.R. GERMANY 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号）

8,811 3.93

金井 和彦 東京都世田谷区 5,280 2.36

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町2丁目11-3 5,106 2.28

中山 健蔵 東京都西東京市 4,816 2.15

有限会社ブロケードスタジオ
東京都千代田区神田錦町1丁目4番8号ブロケ
ードビル2F-B

4,737 2.11

計 ― 110,576 49.42

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ＪＰモルガン・アセット・マネ
ジメント株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 東京
ビルディング

5,739 2.57



（6）【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年11月30日現在 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8株含まれております。 

   また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が8個が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年11月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
（注） 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

 退任役員 

  

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 3,539
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)  
普通株式 220,188 220,188 同上

発行済株式総数  
223,727 ― ―

総株主の議決権 ― 220,188 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ゼクス

東京都千代田区内幸町

一丁目1番7号
3,539 ― 3,539 1.58

計 ― 3,539 ― 3,539 1.58

月別 平成19年６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

高(円) 163,000 169,000 130,000 104,000 136,000 117,000

低(円) 111,000 115,000 99,400 65,500 76,600 80,400

役名 氏名 退任年月日

常務取締役 中山 健蔵 平成19年12月31日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

（1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年6月1日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表等規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年6月1日から平成19年11月30日まで）は、改正

後の中間連結財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

（2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年6月1日から平成18年11月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年6月1日から平成19年11月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

（1） 当社は、前中間連結会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)は証券取引法第193条

の２の規定に基づき、中間連結財務諸表について、城東監査法人及びあずさ監査法人により中間監査

を受けております。 

 当中間連結会計期間(平成19年６月１日から平成19年11月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第

１項の規定に基づき、中間連結財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けておりま

す。 

  

（2）当社は、前中間会計期間(平成18年６月１日から平成18年11月30日まで)は証券取引法第193条の２の

規定に基づき、中間財務諸表について、城東監査法人及びあずさ監査法人により中間監査を受けてお

ります。 

 当中間会計期間(平成19年６月１日から平成19年11月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項

の規定に基づき、中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  

（3）当社の監査人は次のとおり交代しております。 

第11期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第11期中間会計期間の中間財務諸表 城東監査法

人及びあずさ監査法人 

第12期中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び第12期中間会計期間の中間財務諸表 あずさ監査

法人 

  

３ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位

で記載しておりましたが、当中間連結会計期間及び当中間会計期間より百万円単位で記載することに変

更いたしました。 

 なお、比較を容易にするため、前中間連結会計期間、前連結会計年度、前中間会計期間及び前事業年

度についても百万円単位に組替え表示しております。 



  



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,841 7,298 9,663

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 2,043 1,829 3,949

 ３ 販売用不動産 ※2,5 9,823 13,921 2,761

 ４ 仕掛販売用不動産 ※２ 27,906 41,180 34,281

 ５ 仕掛品 ※2,4 1,248 2,469 2,352

 ６ その他のたな卸資産 779 813 853

 ７ その他 7,266 8,722 7,694

    貸倒引当金 △17 △42 △19

   流動資産合計 55,891 39.9
76,192

 
46.2

 
61,536 41.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※1,2, 
 5

34,505 33,182 34,211

  (2) 土地 ※2,5 30,236 27,477 27,544

  (3) 建設仮勘定 ※２ 1,313 1,509 1,042

  (4) その他 ※1,2 931 66,986 47.8 1,147 63,317 38.4 944 63,741 43.4

 ２ 無形固定資産 1,624 1.2 3,010 1.8 2,486 1.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※2,8 7,180 11,347 9,644

  (2) 長期貸付金 1,309 3,496 2,286

  (3) 差入保証金 ※２ 3,906 4,813 4,306

  (4) その他 ※２ 1,996 1,707 1,364

    貸倒引当金 △58 14,335 10.2 △94 21,270 12.9 △53 17,549 12.0

   固定資産合計 82,946 59.2 87,598 53.1 83,778 57.1

Ⅲ 繰延資産

 １ 開業費 1,271 1,230 1,398

 ２ 創立費 0 0 0

   繰延資産合計 1,272 0.9 1,230 0.7 1,398 1.0

  資産合計 140,110 100.0 165,022 100.0 146,713 100.0



 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 2,517 5,085 4,948

 ２ 短期借入金 ※2,8 31,257 55,005 33,989

 ３ 一年内償還予定社債 ― 3,340 2,424

 ４ 不動産事業前受金 2,269 1,986 1,699

 ５ 賞与引当金 99 114 129

 ６ 未払法人税等 1,501 1,182 2,760

 ７ 事業損失引当金 ― ― 1,242

 ８ 建替費用引当金 ― 399 ―

 ９ その他 ※8,9 8,411 5,720 7,555

   流動負債合計 46,056 32.9 72,834 44.2 54,748 37.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 260 440 520

 ２ 新株予約権付社債 6,155 2,075 2,075

 ３ 長期借入金 ※２ 55,426 47,132 48,922

 ４ 長期前受収益 ※６ 11,434 18,269 14,182

 ５ 預り保証金 ※２ 5,357 4,826 5,089

 ６ 建替費用引当金  ― ― 269

 ７ その他 1,845 2,046 2,052

   固定負債合計 80,479 57.4 74,789 45.3 73,111 49.8

  負債合計 126,535 90.3 147,624 89.5 127,860 87.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,687 1.9 5,729 3.5 5,228 3.6

 ２ 資本剰余金 2,452 1.8 5,494 3.3 4,993 3.4

 ３ 利益剰余金 3,546 2.5 3,043 1.8 3,795 2.6

 ４ 自己株式 △89 △0.1 △351 △0.2 △89 △0.1

   株主資本合計 8,596 6.1 13,917 8.4 13,928 9.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

455 0.3 41 0.0 409 0.3

 ２ 繰延ヘッジ損益 ― ― △15 △0.0 △8 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計

455 0.3 25 0.0 400 0.3

Ⅲ 新株予約権 11 0.0 26 0.0 13 0.0

Ⅳ 少数株主持分 4,511 3.3 3,428 2.1 4,511 3.1

  純資産合計 13,575 9.7 17,398 10.5 18,853 12.9

  負債純資産合計 140,110 100.0 165,022 100.0 146,713 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 17,352 100.0 33,976 100.0 58,906 100.0

Ⅱ 売上原価 11,802 68.0 26,836 79.0 45,902 77.9

   売上総利益 5,549 32.0 7,140 21.0 13,003 22.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 2,895 16.7 4,766 14.0 6,709 11.4

   営業利益 2,653 15.3 2,373 7.0 6,294 10.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 62 53 113

 ２ 受取配当金 18 32 41

 ３ 持分法による投資利益 16 26 83

 ４ その他 73 171 1.0 184 297 0.9 365 603 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 1,114 932 2,289

 ２ 支払融資手数料 247 125 476

 ３ 開業費償却 102 169 290

 ４ その他 33 1,497 8.6 67 1,295 3.8 85 3,142 5.3

   経常利益 1,327 7.7 1,375 4.1 3,755 6.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 2,369 2 2,953

 ２ 投資有価証券売却益 209 ― 209

 ３ 関係会社株式売却益 15 ― ―

 ４ その他 11 2,605 15.0 0 2 0.0 46 3,209 5.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 61 3 65

 ２ 投資有価証券評価損 172 124 175

 ３ 臨時償却費
※４

54 194 54

 ４ ビル建替費用 ― 287 332

 ５ 事業損失引当金繰入 ― ― 1,242

 ６ その他 23 311 1.8 28 638 1.9 158 2,029 3.4

   匿名組合損益分配前税金 
   調整前中間(当期)純利益

3,622 20.9 739 2.2 4,935 8.4

   匿名組合損益分配額 18 0.1 ― ― 18 0.0

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

3,640 21.0 739 2.2 4,954 8.4

   法人税、住民税及び事業税 1,465 1,141 3,190

   法人税等調整額 226 1,691 9.8 34 1,176 3.5 △561 2,629 4.5

   少数株主利益 648 3.7 174 0.5 661 1.1

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失（△）

1,301 7.5 △611 △1.8 1,663 2.8



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

   （単位：百万円） 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計

平成18年５月31日残高 2,675 2,441 2,557 △89 7,585

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 11 11 22

 剰余金の配当 △93 △93

 中間純利益 1,301 1,301

連結範囲の変動 △219 △219

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 11 11 989 ― 1,011

平成18年11月30日残高 2,687 2,452 3,546 △89 8,596

評価・換算 
差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年５月31日残高 532 ― 3,979 12,097

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 22

 剰余金の配当 △93

 中間純利益 1,301

連結範囲の変動 △219

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額)
△76 11 532 466

中間連結会計期間中の変動額合計 △76 11 532 1,478

平成18年11月30日残高 455 11 4,511 13,575



当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計

平成19年５月31日残高（百万円） 5,228 4,993 3,795 △89 13,928

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 501 501 1,002

 剰余金の配当 △193 △193

 中間純損失 △611 △611

 自己株式の取得 △261 △261

連結範囲の変動 52 52

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） 501 501 △752 △261 △11

平成19年11月30日残高（百万円） 5,729 5,494 3,043 △351 13,917

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算 

差額等合計

平成19年５月31日残高（百万円） 409 △8 400 13 4,511 18,853

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 1,002

 剰余金の配当 △193

 中間純損失 △611

 自己株式の取得 △261

 連結範囲の変動 52

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額)
△367 △7 △374 13 △1,082 △1,444

中間連結会計期間中の変動額合計（百万円） △367 △7 △374 13 △1,082 △1,455

平成19年11月30日残高（百万円） 41 △15 25 26 3,428 17,398



前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計

平成18年５月31日残高（百万円） 2,675 2,441 2,557 △89 7,585

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 2,552 2,552 5,104

 剰余金の配当 △149 △149

 当期純利益 1,663 1,663

連結範囲の変動 △276 △276

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計（百万円） 2,552 2,552 1,237 ― 6,342

平成19年５月31日残高（百万円） 5,228 4,993 3,795 △89 13,928

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算 

差額等合計

平成18年５月31日残高（百万円） 532 ― 532 ― 3,979 12,097

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 5,104

 剰余金の配当 △149

 当期純利益 1,663

 連結範囲の変動 △276

株主資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額(純額)
△122 △8 △131 13 531 413

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △122 △8 △131 13 531 6,756

平成19年５月31日残高（百万円） 409 △8 400 13 4,511 18,853



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前中間 
   (当期)純利益

3,640 739 4,954

 ２ 減価償却費 765 1,009 1,855

 ３ 持分法による投資損益 △16 △26 △83

  ４  のれん償却額 ― 63 76

  ５ 貸倒引当金の増減額 
   (△減少)

△10 64 △13

 ６ 事業損失引当金の増減額 
   (△減少)

― ― 1,242

 ７ 受取利息及び受取配当金 △81 △86 △154

 ８ 支払利息 1,114 932 2,289

 ９ 投資有価証券売却益 △224 ― △209

 10 投資有価証券評価損 172
124
 

175

 11 固定資産売却益 △2,369 △2 △2,953

 12 固定資産除却損 61 3
65
 

  13 ビル建替費用 ― 287 332

 14 売上債権の増減額 
   (△増加)

△1,953 2,327 △4,005

 15 たな卸資産の増減額 
   (△増加)

△12,114 △13,313 △11,340

 16 繰延資産の増減額 
   (△増加)

△229 171 △354

 17 仕入債務の増減額 
   (△減少)

△3,056 56 1,414

 18 長期前払費用の増減額 
   (△増加)

△686 △131 △205

 19 匿名組合出資金の増減額 
   (△増加)

△458 △984 △1,120

 20 長期前受収益の増減額 
   (△減少)

776 2,127 3,166

 21 預り保証金の増減額 
   (△減少)

△177 △289 △450

 22 前払費用の増減額 
   (△増加)

△729 △138 △1,897

 23 預り金の増減額 
   (△減少)

832 △692 1,890

  24 未払金の増減額 
   (△減少)

― 834 ―

 25 その他 △498 △429 △1,230

      小計 △15,243 △7,353 △6,554

 26 利息及び配当金の受取額 81 84 153

 27 利息の支払額 △1,167 △846 △2,277

 28 法人税等の支払額 △735 △2,369 △1,475

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△17,065 △10,484 △10,154



前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 定期預金の純増減額 
   (△増加)

93 △105 127

 ２ 有形固定資産の 
   取得による支出

△13,636 △1,741 △17,563

 ３ 有形固定資産の 
   売却による収入

4,469 2 8,821

 ４ 投資有価証券の 
   取得による支出

△171 △98 △2,563

 ５ 投資有価証券の 
   売却による収入

317 7 378

 ６ 連結の範囲の変更を 
   伴う子会社株式の取得 
   による純受入額 
   (△支出額)

― 2,085 △1,124

 ７ 営業譲受による支出 ― △2,967 △575

 ８ 連結子会社除外による 
   支出

― △322 ―

 ９ 関係会社株式の 
   追加取得による支出

△5 △4,376 △41

 10 関係会社株式の 
   売却による収入

50 1,253 616

 11 貸付けによる支出 △1,004 △7,394 △2,108

 12 貸付金の回収による 
   収入

1,616 5,457 1,807

 13 差入保証金の差入額 △588 △565 △988

 14 その他 △110 △16 △24

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△8,969 △8,782 △13,238

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 短期借入れの純増減額 
   (△減少)

2,339 13,868 △6,207

 ２ 長期借入れによる収入 30,315 12,130 46,999

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△10,437 △8,553 △23,172

 ４ 社債の発行による収入 ― 1,000 2,584

 ５ 貸し株による預り 
   金の純増減額

475 ― ―

 ６ 新株予約権付社債の 
   発行による収入

3,995 ― 3,994

 ７ 社債の償還による支出 △84 △234 △168

 ８ 株式の発行による収入 13 ― 1,015

 ９ 新株予約権出資金相当 
   額の預かりによる収入

― ― 2,000

 10 新株予約権出資金相当 
    額の預かり金返済に 
   よる支出

― △1,000 ―

 11 少数株主からの払込  
   みによる収入

― 0 ―

 12 自己株式の取得・売却 
   による純収支

― △262 ―

 13 株主への配当金の 
   支払額

△93 △193 △149

 14 少数株主への配当金の 
   支払額

△23 △48 △23

 15 その他 ― △7 ―

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

26,499 16,699 26,871

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△減少)

464 △2,568 3,478

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

6,201 9,650 6,201

Ⅵ 新規連結及び連結除外に
  伴う現金及び現金同等物
  の増減額

165 ― △29

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※1 6,831 7,082 9,650



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1)連結子会社の数 25社

連結子会社の名称

㈱ゼクスコミュニティ

 ㈱ゼクスアクティブ・

エイジ

 ㈱チャーミング・エイ

ジ研究所

 ㈱ゼクスペットコミュ

ニティ

 ㈱チャーミング・リゾ

ート那須

 ㈱ジーメド

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ

 ㈱チャーミング・コミ

ュニティ芦屋

 ㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄

 ㈱チャーミング・リゾ

ートすんぷ

㈱チャーミング・リゾ

ーツ

㈱中央コーポレーショ

ン

       他13社

 

(1)連結子会社の数 29社

連結子会社の名称

㈱ゼクスコミュニティ

㈱チャーミング・エイ

ジ研究所

㈱ゼクスアクティブ・

エイジ

㈱チャーミング・リゾ

ート那須

㈱ジーメド

㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄

㈱チャーミング・リゾ

ーツ

㈱中央コーポレーショ

ン

㈱ゼクス・プリンシパ

ル・インベストメント

㈱ゼクススポーツ

       他19社

   

 

(1)連結子会社の数 22社

連結子会社の名称

㈱ゼクスコミュニティ

㈱チャーミング・エイ

ジ研究所

㈱ゼクスアクティブ・

エイジ

㈱チャーミング・リゾ

ート那須

㈱ジーメド

㈱チャーミング・リゾ

ート沖縄

㈱チャーミング・リゾ

ーツ

㈱中央コーポレーショ

ン

ゼクス不動産投資顧問

㈱

㈱ゼクススポーツ

       他12社

 
 
 
 
 



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 なお、㈲ゼット投信及

び他１社は、重要性が増

したこと等により、当中

間連結会計期間より連結

の範囲に含めておりま

す。

また、NSBサポート・

ファンド㈲及び他１社は

匿名組合契約への出資比

率の減少等により、当中

間連結会計期間より連結

の範囲から除外し、持分

法適用の範囲に含めてお

ります。

 また、㈱中央コーポレ

ーションは、平成18年10

月１日に中央毛織㈱より

商号を変更しておりま

す。

 

 なお、中央スピニング

㈱、合同会社ベームステ

ル、㈱ビクトリアフォー

ルズ、合同会社ブトリン

ト、YURI LAND ASSET1合

同会社、由利土地開発合

同会社、合同会社ブロッ

サム、合同会社ゼット・

エー・エーは、新たに設

立したこと等により、当

中間連結会計期間より連

結の範囲に含めておりま

す。 

 また、㈱ゼクスペット

コミュニティは株式の売

却により、当中間連結会

計期間より連結の範囲か

ら除外しております。 

 また、㈱ゼクス・プリ

ンシパル・インベストメ

ントは、平成19年８月17

日にゼクス不動産投資顧

問㈱より、㈱すんぷ夢ひ

ろばは、平成19年９月18

日に㈲すんぷ夢ひろばよ

り、それぞれ商号を変更

しております。

 なお、㈲ゼット投信及

び㈲Z・ONEは、重要性が

増したこと等により、㈱

ゼクススポーツ及び㈱ゼ

クスラーニングコミュニ

ティは、新たに設立した

ことにより、那覇バスタ

ーミナル㈱は、株式の取

得により、それぞれ当連

結会計年度より連結の範

囲に含めております。 

 

 また、㈱チャーミン

グ・コミュニティ、㈱チ

ャーミング・コミュニテ

ィ芦屋、㈱チャーミン

グ・コミュニティ白金、

㈱チャーミング・コミュ

ニティ豊洲及び㈱チャー

ミング・コミュニティ小

金井は当社への吸収合併

により、また㈲Z・ONEは

重要性の観点から当連結

会計年度より連結の範囲

から除外しております。 

 

 また、NSBサポート・

ファンド㈲及び他１社は

匿名組合契約への出資比

率の減少等により、当連

結会計年度より連結の範

囲から除外し、持分法適

用会社としております。 

 また、㈱中央コーポレ

ーションは、平成18年10

月１日に中央毛織㈱より

商号を変更しておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(2)非連結子会社名

中央興産㈱

中央リース㈱

柏平繊維工業㈱

中央ケアサービス㈱

       他６社

(2)非連結子会社名

中央興産㈱

中央リース㈱

柏平繊維工業㈱

中央ケアサービス㈱

       他11社

(2) 非連結子会社名

中央興産㈱

中央リース㈱

柏平繊維工業㈱

中央ケアサービス㈱

       他６社

連結の範囲から除いた理

由

非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中間純

損益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外し

ております。

連結の範囲から除いた理

由

非連結子会社のうち、富

久屋商事㈱は、財務及び営

業又は事業の方針を決定す

る機関に対する支配が一時

的であると認められる子会

社であるため、連結の範囲

から除外しております。 

 その他の非連結子会社

は、いずれも小規模会社で

あり、合計の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰

余金（持分に見合う額）等

は、いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲

から除外しております。

連結の範囲から除いた理

由

  非連結子会社は、いずれ

も小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純

損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除外してお

ります。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

(1)持分法を適用した関連

会社数      ６社

 関連会社の名称

 東西アセット・マネジ

メント㈱

 ㈲RZ ONE

  NSBサポート・ファンド
㈲
㈲ゼット・スター

 チャーミング・アセッ

ト溝の口特定目的会社

 レオ・アセット特定目

的会社

 

(1)持分法を適用した関連

会社数      11社

 関連会社の名称

 東西アセット・マネジ

メント㈱

 NSBサポート・ファンド

㈲

㈲ゼット・スター
レオ・アセット特定目

的会社

 NSBサポート・ファンド

合同会社

 ㈱カヌチャ ベイ リゾ

ート 

       他５社

 

(1)持分法を適用した関連

会社数      ８社

 関連会社の名称

 東西アセット・マネジ

メント㈱

 ㈲RZ ONE

 NSBサポート・ファンド

㈲

 ㈲ゼット・スター

 チャーミング・アセッ

ト溝の口特定目的会社

 レオ・アセット特定目

的会社

 NSBサポート・ファンド

合同会社

 特定目的会社アクロポ

リス

  なお、NSBサポート・

ファンド㈲及び他１社

は、上記「１ 連結の範

囲に関する事項」に記載

のとおり、当中間連結会

計期間よりそれぞれ連結

の範囲から除外し、持分

法適用の範囲に含めてお

ります。

  また、チャーミング・

アセット溝の口特定目的

会社及び他２社は、新規

設立等に伴い、当中間連

結会計期間より持分法適

用の範囲に含めておりま

す。

  なお、㈱カヌチャ ベ

イ リゾート及び他２社

は株式の取得により、合

同会社アール・ティー・

ケー及び他２社は新規設

立により、それぞれ当中

間連結会計期間より持分

法適用会社としておりま

す。 

 また、㈲RZ ONE及び他

２社は出資の減少等によ

り、当中間連結会計期間

より持分法の適用から除

外しております。 

  なお、NSBサポート・

ファンド㈲及び他１社

は、上記「１ 連結の範

囲に関する事項」に記載

のとおり、当連結会計年

度よりそれぞれ連結の範

囲から除外し、持分法適

用会社としております。 

 

 また、チャーミング・

アセット溝の口特定目的

会社及び他４社は、新規

設立等に伴い、当連結会

計年度より持分法適用会

社としております。



 
  

項目 
 

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(2)持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社名

 オリンピックイン㈱

(2)持分法を適用しない非連

結子会社及び関連会社名

 オリンピックイン㈱

(2)持分法を適用しない非

連結子会社及び関連会社

名

中央興産㈱

  中央リース㈱

  柏平繊維工業㈱

  中央ケアサービス㈱

        他９社

中央興産㈱

 中央リース㈱

 柏平繊維工業㈱

 中央ケアサービス㈱

        他８社

中央興産㈱

 中央リース㈱

 柏平繊維工業㈱

 中央ケアサービス㈱

        他14社

持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社は、

それぞれ中間純損益（持

分に見合う額）及び利益

剰 余 金（持 分 に 見 合 う

額）等からみて、持分法

の対象から除いても中間

連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がな

いため、持分法の適用か

ら除外しております。

持分法を適用しない理由

     同左

 

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、

それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないた

め、持分法の適用から除

外しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項

  持分法適用会社のう

ち、東西アセット・マネ

ジメント㈱の中間決算日

は６月30日、NSBサポー

ト・ファンド㈲及び㈲ゼ

ット・スターの中間決算

日はそれぞれ３月31日で

あります。中間連結財務

諸表の作成にあたり、中

間連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しており

ます。

㈲RZ ONEの中間決算日

は９月30日であります。

中間連結財務諸表の作成

にあたり、同日現在の中

間財務諸表を使用してお

ります。

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要が

あると認められる事項

  持分法適用会社のうち、

東西アセット・マネジメン

ト㈱、NSBサポート・ファ

ンド合同会社及びレオ・ア

セット特定目的会社の中間

決算日はそれぞれ６月30日

であります。中間連結財務

諸表の作成にあたり、中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。  

 NSBサポート・ファンド

㈲及び㈲ゼット・スターの

決算日はそれぞれ９月30日

であります。中間連結財務

諸表の作成にあたり、同日

現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用し

ております。

  

 

(3)持分法の適用の手続に

ついて特に記載する必要

があると認められる事項

 持分法適用会社のう

ち、東西アセット・マネ

ジメント㈱、チャーミン

グ・アセット溝の口特定

目的会社、レオ・アセッ

ト特定目的会社及びNSBサ

ポート・ファンド合同会

社の決算日はそれぞれ12

月31日であります。連結

財務諸表の作成にあた

り、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しておりま

す。 

 特定目的会社アクロポ

リスの決算日は７月31日

であります。連結財務諸

表の作成にあたり、連結

決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

 ㈲RZ ONEの決算日は３

月31日であります。連結

財務諸表の作成にあた

り、同日現在の財務諸表

を使用しております。 

 NSBサポート・ファンド

㈲及び㈲ゼット・スター

の中間決算日は３月31日

であります。連結財務諸

表の作成にあたり、同日

現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用し

ております。

 



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 ３ 連結子会社の中間

   決算日等に関する

事項

中間決算日が中間連結決

算日と異なる場合の内容等

連結子会社のうち、㈲

Z・ONE及び㈲すんぷ夢ひろ

ばの中間決算日は、それぞ

れ１月31日及び２月28日で

あります。中間連結財務諸

表の作成にあたり、中間連

結決算日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。

また、㈲ゼット投信の決

算日は９月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作

成にあたり、同日現在で実

施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しておりま

す。

なお、その他の連結子会

社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しておりま

す。

中間決算日が中間連結決

算日と異なる場合の内容等

連結子会社のうち、合同

会社ベームステル及び合同

会社ブトリントの中間決算

日はそれぞれ５月31日であ

ります。中間連結財務諸表

の作成にあたり、中間連結

決算日現在で実施した仮決

算に基づく中間財務諸表を

使用しております。 

 また、㈱ビクトリアフォ

ールズの中間決算日は２月

28日であります。中間連結

財務諸表の作成にあたり、

中間連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく中間財

務諸表を使用しておりま

す。 

 また、YURI LAND ASSET1

合同会社及び由利土地開発

合同会社の中間決算日はそ

れぞれ１月31日でありま

す。中間連結財務諸表の作

成にあたり、中間連結決算

日現在で実施した仮決算に

基づく中間財務諸表を使用

しております。 

 また、合同会社ブロッサ

ムの中間決算日は９月30日

であります。中間連結財務

諸表の作成にあたり、中間

連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

 また、㈲ゼット投信の決

算日は９月30日でありま

す。中間連結財務諸表の作

成にあたり、同日現在で実

施した仮決算に基づく中間

財務諸表を使用しておりま

す。 

 また、那覇バスターミナ

ル㈱の中間決算日は９月30

日であります。中間連結財

務諸表の作成にあたり、同

日現在の中間財務諸表を使

用し、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。 

 なお、その他の連結子会

社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しておりま

す。

決算日が連結決算日と異

なる場合の内容等

連結子会社のうち、那

覇バスターミナル㈱の決

算日は３月31日でありま

す。連結財務諸表の作成

にあたり、同日現在の財

務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要

な取引については、連結

上必要な調整を行ってお

ります。

また、㈲ゼット投信の

中間決算日は３月31日で

あります。連結財務諸表

の作成にあたり、同日現

在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用して

おります。

なお、その他の連結子

会社の決算日は、連結決

算日と一致しておりま

す。

なお、㈲すんぷ夢ひろば

は、当連結会計年度より決

算日を５月31日に変更して

おります。

 

 



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法

  ① 有価証券

   その他有価証券

  〈時価のあるもの〉

   中間連結会計期間末

日の市場価格等に基

づく時価法

   （評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法

  ① 有価証券

  子会社株式及び関連

会社株式

  移動平均法による原

価法

   その他有価証券

  〈時価のあるもの〉

   中間連結会計期間末

日の市場価格等に基

づく時価法

   （評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。

(1)重要な資産の評価基準

及び評価方法

 ① 有価証券

  子会社株式及び関連

会社株式

  移動平均法による原

価法

  その他有価証券

 〈時価のあるもの〉

  連結会計年度末日の

市場価格等に基づく

時価法

  （評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。）

 〈時価のないもの〉

  移動平均法による原価

法

  ただし、匿名組合出資

金は個別法によってお

り、詳細は「(7)②匿

名組合出資金の会計処

理」に記載しておりま

す。

  〈時価のないもの〉

同左

 〈時価のないもの〉

同左

 ② デリバティブ

  時価法

  ② デリバティブ

同左

② デリバティブ

同左

 ③ たな卸資産

   販売用不動産、仕掛

販売用不動産、仕掛

品

  ③ たな卸資産

   販売用不動産、仕掛

販売用不動産、仕掛

品

③ たな卸資産

   販売用不動産、仕掛

販売用不動産、仕掛

品

   個別法による原価法

  その他のたな卸資産

   主として移動平均法

による原価法

 

同左

   その他のたな卸資産

同左

 

同左

  その他のたな卸資産

同左

 



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法(平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)は定額法)を採用し

ております。

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

 ① 有形固定資産

   定率法(平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)は定額法)を採用し

ております。

(2)重要な減価償却資産

 の減価償却の方法

① 有形固定資産

   定率法(平成10年４月

１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除

く)は定額法)を採用し

ております。

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある一部の建物(建物

附属設備を含む)につい

ては、残存価額を０円

として、使用期限を耐

用年数とした定額法を

採用しております。

   なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。

   なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。

   ただし、定期借地権

を設定し賃借した土地

にある一部の建物(建物

附属設備を含む)につい

ては、残存価額を０円

として、使用期限を耐

用年数とした定額法を

採用しております。

   なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間均等償却

を採用しております。

   主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築
物

２～60年

機械装置及び
運搬具

２～15年

工具器具備品 ３～20年

   主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築
物

２～60年

機械装置及び
運搬具

２～15年

工具器具備品 ３～20年

   主な耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築
物

２～60年

機械装置及び
運搬具

２～15年

工具器具備品 ３～20年

② 無形固定資産

   定額法を採用してお

ります。

   なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

いております。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

① 開業費

  開業後、効果の発現す

る期間(５年間)にわたり

月数を基準とした均等償

却

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

① 開業費

同左

 

(3) 重要な繰延資産の処理

方法

① 開業費

同左

② 社債発行費

  支払時に全額費用とし

て処理しております。

② 社債発行費

同左

② 社債発行費

同左

③ 創立費

   設立後、効果の発現す

る期間(５年間)にわたり

月数を基準とした均等償

却

－

③ 創立費

同左

④ 株式交付費

  支払時に全額費用とし

て処理しております。

③ 創立費

同左

④ 株式交付費

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回

収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上してお

ります。

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

(4) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

  一部の連結子会社につ

いては、従業員に対して

支給する賞与に充てるた

め、支給見込額に基づき

計上しております。

② 賞与引当金

同左

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

  一部の連結子会社につ

いては、従業員の退職給

付に備えるため、当中間

連結会計期間末における

退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上

しております。ただし、

当中間連結会計期間末に

おいては、年金資産が退

職給付債務を超えている

ため、投資その他の資産

「その他」として計上し

ております。

－

－

③ 退職給付引当金

同左

④ 建替費用引当金

  連結子会社（㈱中央コ

ーポレーション）におい

て、同社所有ビル建替え

計画により今後発生する

損失に備えるため、当中

間連結会計期間末におけ

る損失負担見込額を計上

しております。

－

  

③ 退職給付引当金

  一部の連結子会社につ

いては、従業員の退職給

付に備えるため、当連結

会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上して

おります。ただし、当期

末においては、年金資産

が退職給付債務を超えて

いるため、投資その他の

資産「その他」として計

上しております。

④ 建替費用引当金

  連結子会社（㈱中央コ

ーポレーション）におい

て、同社所有ビル建替え

計画により今後発生する

損失に備えるため、当連

結会計年度末における損

失負担見込額を計上して

おります。

⑤ 事業損失引当金

  連結子会社（㈱ゼクス

ペットコミュニティ）の

譲渡により今後発生する

損失に備えるため、当連

結会計年度末における損

失負担見込額を計上して

おります。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(5) 重要なリース取引の処

理方法

  リース物件の所有権が

借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナ

ンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計

処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  金利スワップのうち特

例処理の要件を満たして

いるものについては、特

例処理を採用しておりま

す。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  一部の連結子会社にお

いては、繰延ヘッジ処理

を採用しております。ま

た、金利スワップについ

て特例処理の要件を満た

している場合には特例処

理を採用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

当中間連結会計期間に

ヘッジ会計を適用したヘ

ッジ手段とヘッジ対象は

以下のとおりでありま

す。

  ａ ヘッジ手段

     …金利スワップ

  ｂ ヘッジ対象

  …借入金

② ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  当連結会計年度にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下

のとおりであります。

  ａ ヘッジ手段

     …金利スワップ

  ｂ ヘッジ対象

     …借入金

③ ヘッジ方針

   借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で、デリバティブ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っておりま

す。

③ ヘッジ方針

   借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で、デリバティブ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っておりま

す。 

 一部の連結子会社に

おいては、当該会社の

内部規程である「デリ

バティブ管理規程」に

基づき、金利変動リス

クを軽減することを目

的に行っております。

③ ヘッジ方針

   借入金の金利変動リ

スクを回避する目的

で、デリバティブ取引

を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約

ごとに行っておりま

す。 

 一部の連結子会社に

おいては、当該会社の

内部規程である「市場

リスク管理規程」及び

「リスク別管理要領」

に基づき、金利変動リ

スクを軽減することを

目的に行っておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

④ ヘッジ有効性評価の方

法

   個別取引ごとに、有

効性を判断することと

しております。なお、

特例処理によっている

金利スワップについて

は、有効性の評価を省

略しております。

 

④ ヘッジ有効性評価の

方法

   個別取引ごとに、有

効性を判断することと

しております。なお、

特例処理によっている

金利スワップについて

は、有効性の評価を省

略しております。 

 一部の連結子会社に

おいては、ヘッジ対象

のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変

動とヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動を半

期ごとに比較し、両者

の変動額を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評

価しております。

④ ヘッジ有効性評価の

方法

同左

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項

(7) その他中間連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

① 消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費

税の会計処理は税抜方

式によっております。

   ただし、一部の連結子

会社は税込方式によっ

ております。

① 消費税等の会計処理

同左

   

① 消費税等の会計処理

同左

 



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

② 匿名組合出資金の会

計処理

   当社は、匿名組合出

資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相

当額を「投資有価証

券」として計上してお

ります。匿名組合への

出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組

合が獲得した純損益の

持分相当額について

は、「営業損益」に計

上し、営業者からの出

資金の払い戻しについ

ては、「投資 有 価証

券」を減額させており

ます。

② 匿名組合出資金の会

計処理

    当社は、匿名組合出

資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相

当額を「投資有価証

券」として計上してお

ります。匿名組合への

出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組

合が獲得した純損益の

持分相当額について

は、不動産事業のもの

は「営業損益」に計上

し、その他のものは

「営業外損益」に計上

するとともに、同額を

「投資有価証券」に加

減し、営業者からの出

資金の払い戻しについ

ては、「投資 有 価証

券」を減額させており

ます。

② 匿名組合出資金の会

計処理

    当社は、匿名組合出

資を行うに際して、匿

名組合の財産の持分相

当額を「投資有価証

券」として計上してお

ります。匿名組合への

出資時に「投資有価証

券」を計上し、匿名組

合が獲得した純損益の

持分相当額について

は、「営業損益」に計

上するとともに、同額

を「投資有価証券」に

加減し、営業者からの

出資金の払い戻しにつ

いては、「投資有価証

券」を減額させており

ます。

   

―  ③ 不動産開発事業に係る

 支払利息の原価算入

   土地の購入金額が３

億円以上で、かつ、開

発期間が１年を超える

不動産開発事業に係る

支払利息は、開発期間

中のものに限り、取得

原価に算入しておりま

す。なお、当中間連結

会計期間において取得

原価に算入した支払利

息は617百万円であり

ます。

―

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。

 



会計方針の変更 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

  当中間連結会計期間から「企業

結合に係る会計基準」（企業会計

審議会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用

指針第10号）を適用しておりま

す。

  これによる損益に与える影響は

ありません。

 

― （企業結合に係る会計基準等）

  当連結会計年度から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審

議会 平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準

第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。

  これによる損益に与える影響は

ありません。

― （固定資産の減価償却方法の変更）

  当連結会計年度から、法人税法

の改正（「所得税法等の一部を

改正する法律」（平成19年３月

30日 法律第６号）及び「法人

税法施行令の一部を改正する政

令」（平成19年３月30日 政令

第83号））に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響

は軽微であります。

（不動産開発事業に係る支払利息の

原価算入）

  従来、借入金の支払利息につい

ては期間費用として処理しており

ましたが、不動産開発事業が増加

してきたことに伴い、費用・収益

を合理的に対応させ、企業の経営

成績をより適正に表示する目的か

ら、当中間連結会計期間より特定

の不動産開発事業の支払利息は取

得原価に算入しております。 

 この変更に伴い、従来の方法に

比べ、当中間連結会計期間におけ

る経常利益および税金等調整前中

間純利益はそれぞれ617百万円増

加しております。

―



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

(中間連結貸借対照表)

  前中間連結会計期間において流動負債の「その

他」に含めて表示しておりました「未払法人税等」

については、当中間連結会計期間において負債・純

資産合計の総額の100分の1を超えることとなったた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することとい

たしました。

 なお、前中間連結会計期間の「未払法人税等」は、

308百万円であります。

 

 

(中間連結貸借対照表)

 (1)前中間連結会計期間において流動負債の「その

他」に含めて表示しておりました「一年内償還予

定社債」については、重要性が増したため、当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしま

した。 

 なお、前中間連結会計期間の「一年内償還予定

社債」は、168百万円であります。

 (2)前中間連結会計期間において流動負債の「その他

（預り金）」に含めておりました投資有価証券の

消費貸借契約に係る預り金受入高については、取

引の実情を鑑み、当中間連結会計期間より「短期

借入金」に含めております。 

 なお、前中間連結会計期間の当該残高は、1,301

百万円であります。

(中間連結損益計算書)

 前中間連結会計期間において営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「受取配当金」に

ついては、当中間連結会計期間において営業外収益

の総額の100分の10を超えることとなったため、当中

間連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。

 なお、前中間連結会計期間の「受取配当金」は、０

百万円であります。

 

―

  また、前中間連結会計期間において営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりました「支払融資手

数料」についても、当中間連結会計期間において営業

外費用の総額の100分の10を超えることとなったた

め、当中間連結会計期間より区分掲記することといた

しました。

  なお、前中間連結会計期間の「支払融資手数料」

は、33百万円であります。

 

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

 (1)前中間連結会計期間において営業活動によるキャ

ッシュ・フローの小計区分前の「その他」に含め

ておりました「前払費用の増減額」、「預り金の

増減額」、「繰延資産の増減額」、「固定資産除

却損」、「投資有価証券評価損」については、重

要性が増したため、当中間連結会計期間より区分

掲記しております。

    なお、前中間連結会計期間の「前払費用の増減

額」は△15百万円、「預り金の増減額」は17百万

円、「繰延資産の増減額」は320百万円、「固定資

産除却損」は2百万円、「投資有価証券評価損」は

1百万円であります。

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

 (1)前中間連結会計期間において営業活動によるキャ

ッシュ・フローの小計区分前の「その他」に含め

ておりました「未払金の増減額」については、重

要性が増したため、当中間連結会計期間より区分

掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「未払金の増減

額」は88百万円であります。

 



次へ 

 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

(2) 前中間連結会計期間において営業活動によるキ

ャッシュ・フローの小計区分前の「不動産事業前

受金の増減額」と「その他」に含めておりました

「前受金」は、当中間連結会計期間より明瞭な表

示の観点から、「売上債権の増減額」に含めて掲

記しております。

  なお、当中間連結会計期間の「不動産事業前受金

の増減額」は△447百万円であります。

  また、前中間連結会計期間と当中間連結会計期

間の「前受金の増減額」は、それぞれ△9百万円と

△427百万円であります。

―

(3) 前中間連結会計期間において財務活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めておりまし

た「株主への配当金の支払額」については、重要

性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。

  なお、前中間連結会計期間の「株主への配当金

の支払額」は、△65百万円であります。

―

(4) 前中間連結会計期間において営業活動によるキ

ャッシュ・フローの「その他」に含めておりました

「貸し株による預り金の純増減額」については、財

務的な意味合いが強くなってきたことから、当中間

連結会計期間より、財務活動によるキャッシュ・フ

ローの区分に変更しております。

   なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含まれる「貸し株に

よる預り金の純増減額」は、364百万円でありま

す。

 

―



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年５月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、6,382百万円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、8,170百万円でありま

す。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、7,413百万円でありま

す。

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。

販売用不動産 9,575百万円

仕掛販売用 

不動産
19,099百万円

建物及び構築物 23,936百万円

土地 25,688百万円

建設仮勘定 556百万円

その他(投資そ

の他の資産)
58百万円

合計 78,914百万円

   

 

 

※２ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は、次

のとおりであります。

売掛金 298百万円

販売用不動産 13,548百万円

仕掛販売用 

不動産
39,622百万円

仕掛品 1,096百万円

建物及び構築物 27,227百万円

その他（有形固

定資産）
11百万円

土地 21,195百万円

建設仮勘定 1,413百万円

投資有価証券 1,777百万円

その他(投資そ
の他の資産) 

58百万円

合計 106,251百万円  

※２ 担保資産及び担保付債務

    担保に供している資産は次

のとおりであります。

売掛金 239百万円

販売用不動産 2,760百万円

仕掛販売用 

 不動産
28,445百万円

仕掛品 1,054百万円

建物及び構築物 24,137百万円

機械装置及び運

搬具
12百万円

土地 17,467百万円

建設仮勘定 883百万円

投資有価証券 881百万円

その他(投資そ

の他の資産) 
58百万円

  合計 75,941百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 24,523百万円

長期借入金 48,728百万円

預り保証金 2,686百万円

合計 75,938百万円

   担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 39,197百万円

長期借入金 43,306百万円

預り保証金 2,686百万円

合計 85,190百万円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 25,855百万円

長期借入金 43,006百万円

預り保証金 2,686百万円

  合計 71,548百万円

質権が設定されている差入保証金

 差入保証金440百万円は、介護

付有料老人ホームの運営に支障が

生じた場合の入居者への返還債務

に対する信用補完措置として、差

入保証金の返還請求権に対して質

権が設定されております。

質権が設定されている差入保証金

 差入保証金213百万円は、介護

付有料老人ホームの運営に支障が

生じた場合の入居者への返還債務

に対する信用補完措置として、差

入保証金の返還請求権に対して質

権が設定されております。

３ 保証債務

   次の子会社及び取引先につい

て、金融機関からの借入及びリ

ース契約に対して債務保証を行

っております。

３ 保証債務

   次の子会社及び取引先につい

て、金融機関からの借入及びリ

ース契約に対して債務保証を行

っております。

３ 保証債務

    次の子会社及び取引先につ

いて、リース契約並びに金融

機関からの借入に対し債務保

証を行っております。

 

㈲仙台本町ビル 418百万円

医療法人社団 

和啓会
3百万円

 合計 421百万円

 

㈲仙台本町ビル 390百万円

㈱ペットコミュニ

ティ
240百万円

㈱キャピテクス 18百万円

医療法人社団 

和啓会
1百万円

 合計 650百万円

 

㈲仙台本町ビル 410百万円

医療法人社団

和啓会
2百万円

 合計 412百万円

※４ 土地の仕入に関する金額が含

まれております。

※４     同左 ※４     同左



次へ 

前中間連結会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年11月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年５月31日)

※５     ― 

 

 

 

 

※５         ― 

 

 

 

 

※５ 販売用不動産に振り替えたも

のは以下のとおりであります。

建物 246百万円

土地
210百万円

※６ シニアハウジング＆サービス

事業に係る入居一時金でありま

す。

※６ シニアハウジング＆サービス

事業に係る入居一時金等であり

ます。

※６ シニアハウジング＆サービス

事業に係る入居一時金でありま

す。

７ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・コミュニティ芦屋、

㈱ゼクスコミュニティ、㈱チャ

ーミング・コミュニティ白金、

㈱チャーミング・リゾート沖縄

及び㈱中央コーポレーション）

においては、プロジェクト資金

の効率的な調達を行うため取引

銀行15行と当座貸越契約及び貸

出コミットメント契約を締結し

ております。

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入金未実

行残高等は次のとおりでありま

す。

７ 当社及び連結子会社（㈱ゼク

スコミュニティ及び㈱中央コー

ポレーション）においては、プ

ロジェクト資金の効率的な調達

を行うため取引銀行６行と当座

貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。

  当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約に係る借入金未実

行残高等は次のとおりでありま

す。

７ 当社及び連結子会社（㈱チャ

ーミング・リゾート沖縄及び㈱

中央コーポレーション）におい

ては、プロジェクト資金の効率

的な調達を行うため取引銀行８

行と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しており

ます。

  当連結会計年度における当座

貸越契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額

30,942百万円

借入実行 

残高
24,173百万円

差引額 6,768百万円

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額

11,190百万円

借入実行 

残高
7,060百万円

差引額 4,130百万円

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額

23,460百万円

借入実行 

残高
16,547百万円

差引額 6,913百万円

※８ 投資有価証券の消費貸借契約

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その中間

連結貸借対照表価額は1,843百

万円であります。なお、当該取

引に係る預り金受入高は、流動

負債の「その他（預り金）」に

含まれており、その金額は

1,301百万円であります。 

 

※８ 投資有価証券の消費貸借契約

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その中間

連結貸借対照表価額は1,507百

万円であります。なお、当該取

引に係る預り金受入高は、流動

負債の「短期借入金」に含まれ

ており、その金額は1,079百万

円であります。

※８ 投資有価証券の消費貸借契約

   投資有価証券の一部に消費

貸借契約を結んでおり、その

連結貸借対照表価額は881百万

円であります。なお、当該取

引に係る預り金受入高は、流

動負債の「短期借入金」に含

まれており、その金額は551百

万円であります。 

 

※９     － ※９    － ※９ 新株予約権に係る出資相当額

が2,000百万円含まれており、新

株予約権者の権利行使請求によ

り株式へ転換されるものであり

ます。



前へ   次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。

役員報酬 149百万円

給料手当 807百万円

賞与手当 105百万円

法定福利費 123百万円

租税公課 164百万円

保険料 49百万円

支払手数料 381百万円

地代家賃 243百万円

広告宣伝費 286百万円

減価償却費 47百万円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。

役員報酬 215百万円

給料手当 1,035百万円

賞与手当 111百万円

法定福利費 156百万円

租税公課 312百万円

支払手数料 1,113百万円

地代家賃 309百万円

広告宣伝費 643百万円

減価償却費

貸倒引当金
繰入額

76百万円

27百万円

 

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。

役員報酬 312百万円

給料手当 1,761百万円

賞与手当 256百万円

法定福利費 287百万円

租税公課 473百万円

支払手数料 1,072百万円

地代家賃

広告宣伝費

524百万円

625百万円

減価償却費 109百万円

 

※２ 固定資産売却益

建物及び構築物 657百万円

土地 1,712百万円

 計 2,369百万円

 

※２ 固定資産売却益

土地 2百万円

※２ 固定資産売却益

建物及び構築物 936百万円

土地 2,016百万円

工具器具備品 0百万円

 計 2,953百万円

 

※３ 固定資産除却損

建物及び構築物 0百万円

その他

(工具器具備品)
0百万円

解体費用 60百万円

 計 61百万円

 

※４      ―

 

 

※３ 固定資産除却損

建物及び構築物 2百万円

その他 0百万円

 計 3百万円

※４ 臨時償却費

建物及び構築物 149百万円

その他 45百万円

 計 194百万円

 

 

※３ 固定資産除却損

建物及び構築物 64百万円

工具器具備品 1百万円

 計 65百万円

※４      ―



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、各回の本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本

新株予約権の総数に200,000,000円を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となります。ただ

し、一定の条件に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更

されます。本新株予約権の当中間連結会計期間末における新株予約権の数は30個であります。 

 

４ 配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

 
  

 （2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 93,543 93,748 ― 187,292

株式分割による増加 93,542株

転換社債の権利行使による増加 118株

新株予約権の権利行使による増加 88株

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 311 311 ― 622

株式分割による増加 311株

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当中間連結 
会計期間末

提出会社

第1回新株予

約権
普通株式 ― (注)２ ― (注)２ 1

第2回新株予

約権
普通株式 ― (注)２ ― (注)２ 1

第3回新株予

約権
普通株式 ― (注)２ ― (注)２ 1

第4回新株予

約権
普通株式 ― (注)２ ― (注)２ 1

第5回新株予

約権
普通株式 ― (注)２ ― (注)２ 1

第6回新株予

約権
普通株式 ― (注)２ ― (注)２ 1

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年8月25日 
定時株主総会

普通株式 93 1,000 平成18年５月31日 平成18年８月28日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年1月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 56 300 平成18年11月30日 平成19年２月13日



前へ   次へ 

当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

２ 第2回新株予約権の減少は権利行使によるものであり、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約

権、及び第6回新株予約権の減少は、消却によるものであります。 

３ 各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、各回の本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本

新株予約権の総数に200,000,000円を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となります。ただ

し、一定の条件に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更

されます。 

４ 上記（注）３の事象があるため、合計欄の記載を省略しております。 

 

 ４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 215,439 8,288 ― 223,727

新株予約権の権利行使による増加 8,288株

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 622 2,917 ― 3,539

自己株式の市場買付による増加 2,917株

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当中間連結 
会計期間末

 
 
 
 
 
 

提出会社

第2回新株予約

権（注）２
普通株式 (注)３ ― 8,064 ― ―

第3回新株予約

権（注）２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

第4回新株予約

権（注）２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

第5回新株予約

権（注）２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

第6回新株予約

権（注）２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

連結子会社（㈱中央
コーポレーション）

ストック・オプ

ション
普通株式 ― ― ― ― 26

合計 ― （注）４ ― （注）４ ― 26

株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年8月24日 
定時株主総会

普通株式 193百万円 900円 平成19年５月31日 平成19年８月27日



前連結会計年度（自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日） 

  

１. 発行済株式に関する事項 

 
（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加121,896.16株は、株式分割による増加93,543.16株、転換社債の権利行使

による増加22,613株、新株予約権の権利行使による新株発行による増加5,740株であります。 

 ２ 普通株式の発行済株式総数の減少0.32株は、端株の売渡しによる減少0.32株であります。 

  

２. 自己株式に関する事項 

   
（注）１ 自己株式の増加311.16株は、株式分割による増加であります。 

  ２ 自己株式の減少0.32株は、端株の売渡しによる減少であります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

２ 各回の新株予約権の増加は発行による増加、第１回新株予約権の減少は権利行使による減少であります。 

３ 各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、各回の本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本

新株予約権の総数に200,000,000円を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数となります。ただ

し、一定の条件に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更

されます。本新株予約権の当連結会計年度末における新株予約権の数は25個であります。 

４ 上記（注）３の事象があるため、合計欄の記載を省略しております。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要

普通株式 93,543.16 121,896.16 0.32 215,439 注1，2

合計 93,543.16 121,896.16 0.32 215,439

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要

普通株式 311.16 311.16 0.32 622.00 注1,2

合計 311.16 311.16 0.32 622.00

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結
会計年度 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

 
 
 
 
 
 

提出会社

第1回新株予約

権（注）２
普通株式 ― 5,586 5,586 ― ―

第2回新株予約

権（注）２
普通株式 ― （注）３ ― （注）３ 1

第3回新株予約

権（注）２
普通株式 ― （注）３ ― （注）３ 1

第4回新株予約

権（注）２
普通株式 ― （注）３ ― （注）３ 1

第5回新株予約

権（注）２
普通株式 ― （注）３ ― （注）３ 1

第6回新株予約

権（注）２
普通株式 ― （注）３ ― （注）３ 1

連結子会社（㈱中央
コーポレーション）

ストック・オプ

ション
普通株式 ― ― ― ― 3

合計 ― ― （注）４ ― （注）４ 13



前へ   次へ 

４．配当に関する事項 

（１）配当金の支払額 
  

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   
  

株式の種類 配当金の総額
１株当たり 

配当額
基準日 効力発生日

平成18年８月25日 
定時株主総会

普通株式 93百万円 1,000円 平成18年５月31日 平成18年８月28日

平成19年１月15日 
取締役会

普通株式 56百万円 300円 平成18年11月30日 平成19年２月13日

株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年８月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 193百万円 900円 平成19年５月31日 平成19年８月27日



前へ   次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 

※1 現金及び現金同等物の中間

期末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金 6,841百万円

預入期間3ヶ月超の

定期預金
△10百万円

現金及び現金同等物 6,831百万円
 

※1 現金及び現金同等物の中間

期末残高と中間連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金 7,298百万円

預入期間3ヶ月超の

定期預金
△216百万円

現金及び現金同等物 7,082百万円
 

※1 現金及び現金同等物の期末

残高と連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 9,663百万円

預入期間3ヶ月超の

定期預金
△13百万円

現金及び現金同等物 9,650百万円



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

1. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

1. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

1. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 

（百万円）

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

建物及び 
構築物

13 4 ― 8

そ の 他
(機械装
置及び運
搬具)

353 105 0 247

そ の 他
(工具器 
具備品

1,493 284 ― 1,208

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア)

54 13 ― 41

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 

（百万円）

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

建物及び 
構築物

9 4 ― 4

そ の 他
(機械装
置及び運
搬具)

427 175  ― 252

そ の 他
(工具器 
具備品

1,722 468 ― 1,253

無形固定
資産(ソ
フトウェ
ア)

116 20 ― 96

 

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 

（百万円）

期末 
残高 

相当額 
(百万円)

建物及び 
構築物

13 5   ― 7

機械装置
及び運搬
具

434 133 0 300

工具器具
備品

1,657 317 ― 1,340

ソフトウ
ェア

65 14 ― 50

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

１年内 368百万円

１年超 1,158百万円

合計 1,526百万円

リース資産減損

勘定の残高
0百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

１年内 1,163百万円

１年超 467百万円

合計 1,631百万円

リース資産減損

勘定の残高
2百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

１年内 445百万円

１年超 1,272百万円

合計 1,717百万円

リース資産減損

勘定の残高  
3百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 144百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
0百万円

減価償却費相当額 133百万円

支払利息相当額 14百万円

減損損失 ―百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 246百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
1百万円

減価償却費相当額 232百万円

支払利息相当額 20百万円

減損損失 ―百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 366百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
0百万円

減価償却費相当額 344百万円

支払利息相当額 36百万円

減損損失 6百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,162百万円

１年超 27,012百万円

合計 28,174百万円

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 2,245百万円

１年超 49,918百万円

合計 52,164百万円

2. オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 1,714百万円

１年超 40,413百万円

合計 42,128百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年11月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
２ 時価のない主な有価証券 

 
（注）当中間連結会計期間において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投資有

価証券評価損172百万円を計上しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年11月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において、時価のある有

価証券のうちの一部について減損処理を行い、投資有価証券評価損95百万円を計上しております。 

２ 時価のない主な有価証券 

 
（注）当中間連結会計期間において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投資有

価証券評価損28百万円を計上しております。 

種類 取得原価(百万円)
中間連結決算日における
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 2,023 2,828 804

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 436 382 △53

合計 2,460 3,210 750

内容 中間連結貸借対照表(百万円)

その他有価証券

 匿名組合出資金 664

 関係会社匿名組合出資金 939

 投資事業有限責任組合 35

 関係会社優先出資証券 813

 非上場株式 492

関係会社株式 1,023

種類 取得原価(百万円)
中間連結決算日における
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 2,104 2,085 △19

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 436 366 △70

合計 2,541 2,451 △89

内容 中間連結貸借対照表(百万円)

関係会社株式等

  関係会社株式 4,302

  関係会社優先出資証券 728

  関係会社匿名組合出資金 1,472

その他有価証券

  非上場株式 545

  匿名組合出資金 1,634

  優先出資証券 100

 その他 111



前へ   次へ 

前連結会計年度末(平成19年５月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  ２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
３ 時価評価されていない有価証券 

 
（注）従来、匿名組合出資金については、その他有価証券に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より、子

会社等に該当する匿名組合への出資金については、関係会社株式等に含めて表示することとしました。 

なお、前連結会計年度末における匿名組合出資金のうち、関係会社株式等に該当する金額は、1,403百万円であ

ります。 

また当連結会計年度において、時価評価されていない有価証券のうちの一部について減損処理を行い、投資有

価証券評価損175百万円を計上しております。 

種類
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 1,009 1,740 730

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 426 498 72

小計 1,435 2,238 802

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 1,187 1,052 △135

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 11 10 △1

小計 1,199 1,062 △136

合計 2,635 3,300 665

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

378 209 ―

内容 連結貸借対照表(百万円)

関係会社株式等

関係会社株式 1,078

匿名組合出資金 999

優先出資証券 1,474

その他有価証券

非上場株式 1,606

匿名組合出資金 968

優先出資証券 100

その他 116



前へ   次へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年11月30日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 
（注）1 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

   2 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

   3 キャップ取引における（  ）内の金額は、支払キャップ料であります。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年11月30日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 
（注）1 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

   2 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

   

  

前連結会計年度末(平成19年５月31日現在) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 
（注）1 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

   2 時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

  

  

区分 種類
契約額等 

（百万円）

契約額等の 

うち1年超 

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

市場取引以
外の取引

スワップ取引

固定受取・変動支払 740 680 △8 △8

キャップ取引

買建
300 

    （2）

―

（―）
0 △2

合計 1,040 680 △8 △11

区分 種類
契約額等 

（百万円）

契約額等の 

うち1年超 

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

市場取引以
外の取引

スワップ取引

固定受取・変動支払 680 620 △4 △4

合計 680 620 △4 △4

区分 種類
契約額等 

（百万円）

契約額等の 

うち1年超 

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

市場取引以
外の取引

スワップ取引

固定受取・変動支払 710 650 △7 △7

合計 710 650 △7 △7



(ストックオプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

連結子会社（㈱中央コーポレーション） 

 ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  23百万円 

  

前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

提出会社 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

平成12年 

ストック・オプション

平成14年 

ストック・オプション

平成16年 

ストック・オプション

平成17年 

ストック・オプション

平成18年 

ストック・オプション

付与対象者の区
分及び数

 
従業員 26名

 

当社監査役 1名

当社従業員 14名

当社子会社の取

締役 5名

当社子会社の従

業員 11名

 

当社取締役 2名

当社監査役 3名

当社従業員 57名

当社顧問 3名

当社子会社の取

締役 5名

当社子会社の従

業員 112名

当社取締役 2名

当社監査役 3名

当社使用人 95名

当社完全子会社

の取締役 

 

5名

当社完全子会社

の使用人

 

133名

上記以外の子会

社の取締役

 

3名

上記以外の子会

社の従業員

 

141名

当社取締役 2名

当社監査役 3名

当社使用人 105名

当社完全子会社

の取締役 7名

当社完全子会社

の使用人 31名

上記以外の子会

社の取締役 4名

上記以外の子会

社の従業員 29名

ストック・オプ
ション数(注)

普通株式

1,220.8株

普通株式

1,008.0株

普通株式

1,200.0株

普通株式

2,300.0株

普通株式

2,400.0株

付与日 平成12年５月28日 平成14年12月27日 平成16年７月12日 平成17年７月８日 平成18年２月20日

権利確定条件

付与日から権利確
定日まで継続して
勤務しているこ
と。

付与日から権利確
定日まで継続して
勤務しているこ
と。

付与日から権利確
定日まで継続して
勤務しているこ
と。

付与日から権利確
定日まで継続して
勤務しているこ
と。

付与日から権利確
定日まで継続して
勤務しているこ
と。

対象勤務期間
対象勤務期間の定
めはありません。

対象勤務期間の定
めはありません。

対象勤務期間の定
めはありません。

対象勤務期間の定
めはありません。

対象勤務期間の定
めはありません。

権利行使期間
自平成14年６月１日

至平成22年５月22日

自平成16年８月31日

至平成24年８月30日

自平成19年９月１日

至平成25年８月27日

自平成20年９月１日

至平成26年８月25日

自平成18年９月１日

至平成27年８月26日



前へ   次へ 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成19年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算しております。 

  

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

（単位：円） 

 
  (注) 平成15年1月8日開催の取締役会決議に基づき、平成15年1月31日付をもって普通株式1株を1.4株に、平成15

年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平成16年2月20日付をもって普通株式1株を4株に、また、平成16

年9月22日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月20日付をもって普通株式1株を2株に、平成18年5月12

日開催の取締役会決議に基づき、平成18年6月1日付をもって普通株式1株を2株に分割しております。 

  

平成12年 

ストック・オプショ

ン

平成14年 

ストック・オプショ

ン

平成16年 

ストック・オプショ

ン

平成17年 

ストック・オプショ

ン

平成18年 

ストック・オプショ

ン

権利確定前 (株)

前連結会計年度末 ― ― 2,156 4,416 4,770

付与 ― ― ― ― ―

失効 ― ― 76 226 ―

権利確定 ― ― ― ― 4,770

未確定残 ― ― 2,080 4,190 ―

権利確定後 (株)

前連結会計年度末 294.4 672 ― ― ―

権利確定 ― ― ― ― 4,770

権利行使 ― 156.8 ― ― ―

失効 ― ― ― ― 158

未行使残 294.4 515.2 ― ― 4,612

平成12年 

ストック・オプショ

ン

平成14年 

ストック・オプショ

ン

平成16年 

ストック・オプショ

ン

平成17年 

ストック・オプショ

ン

平成18年 

ストック・オプショ

ン

権利行使価格(注) 2,233 24,554 157,636 158,385 285,000

行使時平均株価 ― 213,500 ― ― ―

公正な評価単価 
(付与日)

― ― ― ― ―



連結子会社（㈱ゼクスペットコミュニティ） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成19年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算しております。 

  

①ストック・オプションの数 

  

 
  

第1回 新株予約権 第2回 新株予約権

付与対象者の区分及び数 当社取引先 １社 当社取引先 １社

ストック・オプション数(注) 普通株式  73株 普通株式  97株

付与日 平成14年９月17日 平成15年８月29日

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。

対象勤務期間 該当事項はありません。 該当事項はありません。

権利行使期間
自平成14年９月17日
至平成24年９月12日

自平成16年８月29日
至平成25年８月29日

第1回 新株予約権 第2回 新株予約権

権利確定前     (株)

前連結会計年度末 ― ―

付与 ― ―

失効 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後     (株)

前連結会計年度末 73 97

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 18 97

未行使残 55 ―



②単価情報 

  

 
  

連結子会社（㈱中央コーポレーション） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

 
(注) 株式数に換算して記載しております。 

  

第1回 新株予約権 第2回 新株予約権

権利行使価格 550,000 280,000

行使時平均株価 ― ―

公正な評価単価 
(付与日)

― ―

第1回 新株予約権

付与対象者の区分及び数

当社子会社の取締役 7名

当社子会社の監査役 3名

当社子会社の従業員 98名

ストック・オプション数(注) 普通株式  700,000株

付与日 平成19年５月1日

権利確定条件

 新株予約権者は、平成19年１
月末現在当該子会社及び当該子
会社の子会社の在籍者でかつ新
株予約権の行使時においても当
該子会社または当該子会社の子
会社の取締役、監査役または従
業員等の地位にあることを要す
る。 
 ただし、任期満了による退任
及び定年退職、その他正当な理
由があると取締役会が認めた場
合はこの限りではない。

対象勤務期間
対象勤務期間の定めはありませ
ん。

権利行使期間
自平成21年５月２日

至平成24年５月１日



（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（平成19年５月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストッ

ク・オプションの数については、株式数に換算しております。 

  

①ストック・オプションの数 

  

 
  

②単価情報 

  

 
  

２ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。 

①使用した評価技法  ブラック・ショールズ式 

②主な基礎数値および見積方法 

第1回 新株予約権

権利確定前     (株)

前連結会計年度末 ―

付与 700,000

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 700,000

権利確定後     (株)

前連結会計年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―

第1回 新株予約権

権利行使価格 399

行使時平均株価 ―

公正な評価単価 
(付与日)

132

第1回 新株予約権

株価変動性(注)1 54.59％

予想残存期間(注)2 ３年６ヶ月

予想配当(注)3 ４円/株

無リスク利子率(注)4 1.034％



前へ 

  (注)1 ３年６ヶ月(平成15年11月１日から平成19年４月30日)の株価実績に基づき算定しております。 

 2 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積もっております。 

 3 平成17年12月期および平成18年５月期(５ヶ月決算)の配当実績より算定しております。 

 4 予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。 

  

３ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であり、また過去の実績もないため、失効の

見積数をゼロとしております。 

  

４ 財務諸表への影響額 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用  ３百万円 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー、繊維事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門にかかる費用であり、当中間連結会計期間は1,332百万円であります。また、消去又は全社の項目にはセグ

メント間の内部取引高が、当中間連結会計期間は△30百万円含まれております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) リゾート＆スポーツ、その他事業…リゾート施設の運営、カルチャー、繊維事業、スポーツクラブの運営

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門にかかる費用であり、当中間連結会計期間は1,746百万円であります。また、消去又は全社の項目にはセグ

メント間の内部取引高が、当中間連結会計期間は△140百万円含まれております。 

４ 当社グループが今後スポーツクラブ事業、ホテル運営事業などを積極展開することに伴い、前期まで「その

他施設運営事業」として分類しておりましたセグメント名称を当中間連結会計期間より「リゾート＆スポー

ツ、その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更はありません。 

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 

(百万円)

シニア
ハウジング 
＆サービス 

事業 
(百万円)

その他
施設運営 
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

11,513 2,541 3,298 17,352 ― 17,352

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

215 ― 25 241 (241) ―

計 11,728 2,541 3,323 17,593 (241) 17,352

  営業費用 7,627 2,638 3,130 13,396 1,302 14,698

営業利益又は 
営業損失(△)

4,101 △97 193 4,197 (1,543) 2,653

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 

(百万円)

シニア
ハウジング 
＆サービス 

事業 
(百万円)

リゾート＆ス
ポーツ、その

他事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

26,617 3,997 3,361 33,976 ― 33,976

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― 6 6 (6) ―

計 26,617 3,997 3,368 33,983 (6) 33,976

  営業費用 21,193 4,981 3,822 29,996 1,606 31,602

営業利益又は 
営業損失(△)

5,424 △983 △453 3,986 (1,613) 2,373



前連結会計年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー、繊維事業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門にかかる費用であり、当連結会計年度は2,935百万円であります。また、消去又は全社の項目にはセグメ

ント間の内部取引高が、当連結会計年度は△113百万円含まれております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該

当事項はありません。 

  

  

  

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 

(百万円)

シニア
ハウジング 
＆サービス 

事業 
(百万円)

その他
施設運営 
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

46,407 5,758 6,740 58,906 ― 58,906

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

117 ― 36 153 (153) ―

計 46,524 5,758 6,777 59,060 (153) 58,906

  営業費用 35,948 6,462 7,380 49,790 2,821 52,612

   営業利益又は
営業損失(△)

10,576 △703 △602 9,270 (2,975) 6,294



(企業結合等関係) 

 前中間連結会計期間（自 平成18年６月１日  至 平成18年11月30日） 

（企業結合における共通支配下の取引等関係） 

Ⅰ 吸収分割 

 
  

 当中間連結会計期間（自 平成19年６月１日  至 平成19年11月30日） 

 連結子会社（㈱ゼクスコミュニティ） 

（パーチェス法適用関係） 

Ⅰ 吸収分割（㈱ウェルピア） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結

合日、企業結合の法的形式 

  (1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

    ㈱ウェルピアにおける介護付有料老人ホーム「ウェルピア市川」の運営事業 

  (2)企業結合を行った主な理由  

    介護付有料老人ホームの規模拡大、運営ノウハウの吸収 

  (3)企業結合日 平成19年９月1日 

  (4)企業結合の法的形式 分割会社の営業の一部を承継会社が承継する吸収分割 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

   平成19年9月1日から平成19年11月30日 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

    取得原価   767百万円 

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  (1)資産の額 

    流動資産 1,517百万円 

    固定資産    53百万円 

  (2)負債の額 

    流動負債  117百万円 

    固定負債  686百万円 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、並

びに取引の目的を含む取引の概要

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその

事業の内容

㈱ゼクスコミュニティにおける「チャーミング・スクウ

ェア本郷」の運営事業

(2)企業結合の法的形式 分割会社の営業の一部を承継会社が承継する吸収分割

(3)結合後企業の名称 ㈱ゼクスアクティブ・エイジ

(4)取引の目的を含む取引の概要 ①健常高齢者向シニア住宅運営事業における経営効率の

改善を図るためであります。

②吸収分割の日

 平成18年10月１日

２．実施した会計処理の概要

 上記取引は、共通支配下の取引に該当するため、内部取引としてすべて消去しております。

 したがって、当該会計処理が中間連結財務諸表に与える影響はありません。



５．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益

計算書に及ぼす影響額の概算額 

    金額の重要性が乏しいため、記載をしておりません。 

  

Ⅱ 吸収分割（㈱グリーン東京） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結

合日、企業結合の法的形式 

  (1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

    ㈱グリーン東京における介護付有料老人ホーム「グリーン東京」の運営事業 

  (2)企業結合を行った主な理由  

    介護付有料老人ホームの規模拡大、運営ノウハウの吸収 

  (3)企業結合日 平成19年８月1日 

  (4)企業結合の法的形式 分割会社の営業の一部を承継会社が承継する吸収分割 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

   平成19年８月１日から平成19年11月30日 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

    取得原価   877百万円 

４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  (1)資産の額 

    流動資産 2,103百万円 

    固定資産    92百万円 

  (2)負債の額 

    流動負債   26百万円 

    固定負債 1,292百万円 

５．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益

計算書に及ぼす影響額の概算額 

    売上高及び損益情報 

売上高          34,101百万円 

営業利益         2,420百万円 

経常利益                1,426百万円 

税金等調整前中間純利益    790百万円 

中間純損失              △560百万円 

１株当たり中間純損失   △2,542.69円 

(注)概算額の算定につきましては、当中間連結会計期間の売上高及び損益情報に、平成19年８月１日に

承継した事業に係る売上高及び損益情報の２ヶ月分を加えて作成しております。なお、当該注記

については監査証明を受けておりません。 

  

Ⅲ 営業譲受（㈱野村メディカル・サポート） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結

合日、企業結合の法的形式 

  (1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

    ㈱野村メディカル・サポートにおける介護付有料老人ホーム「横浜新山下倶楽部」の運営事業 



  (2)企業結合を行った主な理由  

    介護付有料老人ホームの規模拡大、運営ノウハウの吸収 

  (3)企業結合日 平成19年10月１日 

  (4)企業結合の法的形式 事業譲受 

２．中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

   平成19年10月１日から平成19年11月30日 

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

    取得原価   1,322百万円 

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  (1)のれんの金額 163百万円 

  (2)発生原因 

介護付有料老人ホームの運営事業の規模拡大等によって期待される将来の収益力に関連して発生し

たものであります。 

  (3)償却の方法及び償却期間 

    15年で均等償却 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

  (1)資産の額 

     流動資産  1,256百万円 

  (2)負債の額 

     固定負債    97百万円 

６．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益

計算書に及ぼす影響額の概算額 

    金額の重要性が乏しいため、記載をしておりません。 

  

 前連結会計年度（自 平成18年６月１日  至 平成19年５月31日） 

（企業結合会計における共通支配下の取引等関係） 

 (1) シニア事業再編に関する会社分割の概要 

 ①結合当事企業の名称およびその事業の内容 

㈱チャーミング・コミュニティ：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア舞子の運営）

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア芦屋の運

営） 

㈱チャーミング・コミュニティ白金：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア白金の運

営） 

 ②企業結合の法的方式 

㈱チャーミング・コミュニティ、㈱チャーミング・コミュニティ芦屋及び㈱チャーミング・コミュニテ

ィ白金を分割会社とし、㈱ゼクスアクティブ・エイジを承継会社とする吸収分割 

 ③結合後企業の名称 

  ㈱ゼクスアクティブ・エイジ 

 ④取引を含む取引の概要 

健常高齢者向シニア住宅の保有と運営を分離し、経営効率の改善及びキャッシュ・フローの増大を図る

ため、当社連結子会社㈱ゼクスアクティブ・エイジが、上記連結子会社３社の運営事業に関する権利義

務を承継いたしました。 



 ⑤実施した会計処理の概要 

当該分割会社は、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成15年10月31日））及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理

を行っております。なお、当該会社分割に伴うのれんは発生いたしません。   

 (2) シニア事業再編に関する合併の概要 

 ①結合当事企業の名称およびその事業の内容 

㈱チャーミング・コミュニティ：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア舞子の運営）

㈱チャーミング・コミュニティ芦屋：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア芦屋の運

営） 

㈱チャーミング・コミュニティ白金：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア白金の運

営） 

㈱チャーミング・コミュニティ豊洲：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア豊洲の運

営） 

㈱チャーミング・コミュニティ小金井：健常高齢者向けシニア住宅（チャーミング・スクウェア小金井

の運営） 

 ②企業結合の法的方式 

当社を存続会社とする吸収合併形式で、㈱チャーミング・コミュニティ、㈱チャーミング・コミュニテ

ィ芦屋、㈱チャーミング・コミュニティ白金、㈱チャーミング・コミュニティ豊洲及び㈱チャーミン

グ・コミュニティ小金井は解散いたしました。 

 ③結合後企業の名称 

  ㈱ゼクス 

 ④取引を含む取引の概要 

上記連結子会社５社に分散されていた資産を集中させるため、当社が資産を保有し、保有と運営を分離

し、経営効率の改善及びキャッシュ・フローの増大を図るため合併いたしました。 

 ⑤実施した会計処理の概要 

当該合併は、企業結合に係る会計基準（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成15年10月31日））及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号 平成18年12月22日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行

っております。なお、当該会社分割に伴うのれんは発生いたしません。 

  



(１株当たり情報) 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１株当たり純資産額 48,493円13銭 63,322円 47銭 66,701円85銭

１株当たり中間(当期)純利益

又は中間純損失（△）
6,975円30銭 △2,774円 36銭 8,553円07銭

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益
6,367円20銭 ― 円 ―銭 7,329円12銭

 

 

 平成18年５月12日開催

の取締役会の決議に基づ

き、平成18年６月１日付

で普通株式1株を2株に分

割しております。前期首

に当該株式分割が行われ

たと仮定した場合の１株

当たり情報については、

それぞれ以下のとおりと

なります。

前中間連結会計期間

(自 平成17年６月１日

至 平成17年11月30日)

１株当たり純資産額

31,926円77銭

１株当たり中間純利益

2,229円25銭

潜在株式調整後

１株当たり中間純利益

2,101円35銭

前連結会計年度

(自 平成17年６月１日

至 平成18年５月31日)

１株当たり純資産額

43,534円93銭

１株当たり当期純利益

5,326円92銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

4,625円59銭

 

なお、潜在株式調整後
１株当たり中間純利益に
ついては、１株当たり中
間純損失であるため記載
しておりません。



(注) 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

１ １株当たり中間(当期)純利益金額又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

２ １株当たり純資産額 

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

1株当たり中間(当期)純利益又は中
間純損失

中間(当期)純利益又は中間純損失
（△）(百万円)

1,301 △611 1,663

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益又

は中間純損失（△） 

(百万円)

1,301 △611 1,663

普通株式の期中平均株式数(株) 186,613 220,378 194,481

潜在株式調整後1株当たり中間(当期) 

純利益

潜在株式調整後1株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通

株式増加数の主要な内訳（株） 

 新株引受権 

 新株予約権

291.46 

17,532.77

―

―

291.25 

32,187.03

普通株式増加数（株） 17,824.24 ― 32,478.28

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要

㈱ゼクスペットコミュ
ニティ
第1回新株予約権 73個
第2回新株予約権 97個
 

㈱ゼクス

第5回新株予約権

4,690個

第1回乃至第6回新株予

約権

30個

― ㈱ゼクスペットコミュ
ニティ
第1回新株予約権 55個
 

㈱ゼクス

第5回ストックオプショ

ン

2,306個
第4回新株予約権 5個
第5回新株予約権 5個
第6回新株予約権 5個
 

㈱中央コーポレーショ

ン
ストックオプション

 700個

前中間連結会計期間末
（平成18年11月30日)

当中間連結会計期間末
（平成19年11月30日)

前連結会計年度末
（平成19年５月31日)

中間連結(連結)貸借対照表の純資産
の部の合計額(百万円)

13,575 17,398 18,853

普通株式に係る純資産額(百万円) 9,052 13,942 14,328

中間連結(連結)貸借対照表の純資産
の部の合計額と1株当たり純資産額
の算定に用いられた普通株式に係る
中間期末(期末)の純資産額との差額
(百万円)

4,523 3,455 4,524

（うち新株予約権） 11 26 13

（うち少数株主持分） 4,511 3,428 4,511

普通株式の発行済株式数(株) 187,292 223,727 215,439

普通株式の自己株式数(株) 622 3,539 622

1株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株)

186,670 220,188 214,817



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

 当社の連結子会社である㈱チャ

ーミング・コミュニティ、㈱チャ

ーミング・コミュニティ芦屋及び

㈱チャーミング・コミュニティ白

金は、当社の連結子会社である㈱

ゼクスアクティブ・エイジに、平

成18年12月21日開催の㈱チャーミ

ング・コミュニティ、㈱チャーミ

ング・コミュニティ芦屋、㈱チャ

ーミング・コミュニティ白金及び

㈱ゼクスアクティブ・エイジの臨

時株主総会、同日開催の取締役会

におけるそれぞれの分割契約承認

決議により、平成19年２月１日を

効力発生日とし、健常高齢者向シ

ニア住宅事業を承継させる旨の分

割契約を締結いたしました。 

 会社分割に関する事項の概要

は、次のとおりであります。

  当社は、平成19年９月21日開催

の当社取締役会において、グッド

ウィル・グループ㈱の子会社であ

る㈱コムスンの住宅型有料老人ホ

ーム「バーリントンハウス」事業

および介護付有料老人ホーム「コ

ムスンガーデン」事業を、当社の

連結子会社である㈱ゼクスアクテ

ィブ・エイジの子会社である㈱ゼ

クスアクティブ・シニア（旧、バ

ーリントンハウス事業承継㈱）お

よび当社の連結子会社である㈱ゼ

クスコミュニティの子会社である

㈱ゼクスコミュニティ・レジデン

ス（旧、コムスンガーデン事業承

継㈱）がそれぞれ会社分割の方法

により承継することを決議し、本

会社分割の効力発生日である平成

19年12月１日をもって両事業をそ

れぞれ承継いたしました。 

 会社分割に関する事項の概要

は、次のとおりであります。

－

(1)結合当事企業

 名称：㈱チャーミング・コミュ

ニティ

  対象となった事業の名称及び

その事業内容：

健常高齢者向シニア住宅(チャ

ーミング・スクウェア舞子)の

運営

(1)結合当事企業 

 分割会社の名称：㈱コムスン 

 対象となった事業の名称および 

 その事業内容： 

 住宅型有料老人ホーム「バーリ 

 ントンハウス」事業および介護 

 付有料老人ホーム「コムスンガ 

 ーデン」事業の運営 

 名称：㈱チャーミング・コミュ

ニティ芦屋

  対象となった事業の名称及び

その事業内容：

  健常高齢者向シニア住宅(チャ

ーミング・スクウェア芦屋)の

運営

 承継会社の名称：㈱ゼクスアク 

 ティブ・シニア 

 対象となった事業の名称および 

 その事業内容： 

 住宅型有料老人ホーム「バーリ 

 ントンハウス」事業の運営 

 承継会社の名称：㈱ゼクスコミ 

 名称：㈱チャーミング・コミュ

ニティ白金

  対象となった事業の名称及び

その事業内容：

  健常高齢者向シニア住宅(チャ

ーミング・スクウェア白金)の

運営

 ュニティ・レジデンス 

 対象となった事業の名称および 

 その事業内容： 

 介護付有料老人ホーム「コムス 

 ンガーデン」事業の運営 

(2)企業結合の法的形式

 分割会社の営業の一部を承継会

社が承継する吸収分割

 

(2)企業結合の法的形式

 分割会社の営業の一部を承継会

社が承継する物的吸収分割



前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(3)結合後企業

名称：㈱ゼクスアクティブ・エ

イジ

  取引の目的を含む取引の概

要：

  健常高齢者向シニア住宅の保

有と運営を分離し、経営効率

の改善及びキャッシュ・フロ

ーの増大を図るため、㈱ゼク

スアクティブ・エイジが、㈱

チャーミング・コミュニティ

が運営する「チャーミング・

スクウェア舞子」、㈱チャー

ミング・コミュニティ芦屋が

運営する「チャーミング・ス

クウェア芦屋」、㈱チャーミ

ング・コミュニティ白金が運

営する「チャーミング・スク

ウェア白金」事業に関する権

利義務を承継いたします。

(3)株式の割当て

本会社分割に際して、株式の割

 当ては行いません。

(4)会計処理の概要

 本件会社分割は、企業結合会計

基準および事業分離等会計基準

における取得の会計処理に該当

するため、分割会社の資産およ

び負債は、承継会社にて時価で

計上いたします。 

承継する資産および負債の金額

につきましては、現在集計中で

あります。

(5)承継する資産および負債

 承継会社の名称：㈱ゼクスアク

ティブ・シニア 

資産 3,901百万円 

負債 3,710百万円 

承継会社の名称：㈱ゼクスコミ

ュニティ・レジデンス 

資産 2,454百万円 

負債 2,595百万円

(追加情報)

 当社は、平成19年９月21日開催

の当社取締役会において、グッド

ウィル・グループ㈱より、下記固

定資産の取得を決議いたしまし

た。

(1)取得する固定資産の内容

(4)会計処理の概要

   当該会社分割は、企業結合に

係る会計基準（「企業結合に係

る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成15年

10月31日)）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 平成17年12

月27日）に基づき、共通支配下

の取引として処理いたします。

   なお、当該会社分割に伴うの

れんは発生いたしません。

 名称：住宅型有料老人ホーム

「バーリントンハウス馬事公

苑」 

所在：東京都世田谷区上用賀一

丁目22番23号 

名称：住宅型有料老人ホーム

「バーリントンハウス吉祥寺」 

所在：東京都三鷹市下連雀五丁

目３番５号 

 

 (5)分割比率

   当該会社分割は100%子会社間

の会社分割であることから、分

割比率の取り決めはありませ

ん。また、㈱ゼクスアクティ

ブ・エイジは本分割に際し新た

に株式を発行せず、当社に対し

て新株の割当は行いません。



前中間連結会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日 
 至 平成19年11月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

  当社は、当社連結子会社であ

る㈱チャーミング・コミュニテ

ィ、㈱チャーミング・コミュニ

ティ芦屋、㈱チャーミング・コ

ミュニティ白金、㈱チャーミン

グ・コミュニティ豊洲及び㈱チ

ャーミング・コミュニティ小金

井と、平成18年12月21日開催の

㈱チャーミング・コミュニテ

ィ、㈱チャーミング・コミュニ

ティ芦屋、㈱チャーミング・コ

ミュニティ白金、㈱チャーミン

グ・コミュニティ豊洲及び㈱チ

ャーミング・コミュニティ小金

井の臨時株主総会、同日開催の

当社取締役会におけるそれぞれ

の合併契約承認決議により、平

成19年２月１日を効力発生日と

する合併契約を締結いたしまし

た。

  合併に関する事項の概要は、

次のとおりであります。

(2)取得価額

 21,027百万円（消費税別）

(3)引渡し予定日   

 未定

 なお、購入予定だった介護付有

料老人ホーム４施設につきまして

は、当社の連結子会社である㈱ゼ

クスコミュニティの子会社である

㈱ゼクスコミュニティ・レジデン

スが当該物件の取得先である武蔵

桜特定目的会社と賃貸借契約を締

結し、引き続き運営を行ってまい

ります。

(1)合併の相手会社の概要

 名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ

  事業内容：健常高齢者向シニア

住宅（チャーミング・

スクウェア舞子）の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 7,387百万円

 負債合計 7,203百万円

 資本の額 350百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 224百万円

 当期純損失 213百万円

 名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ芦屋

  事業内容：健常高齢者向シニア

住宅（チャーミング・

スクウェア芦屋）の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 15,654百万円

 負債合計 15,503百万円

 資本の額 325百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 －

 当期純損失 182百万円



 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日

  至 平成19年11月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日)

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ白金

 事業内容：健常高齢者向シニア

住宅（チャーミング・

スクウェア白金）の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 3,799百万円

 負債合計 3,713百万円

 資本の額 100百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 －

 当期純損失 39百万円

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ豊洲

 事業内容：健常高齢者向シニア

住宅（チャーミング・

スクウェア豊洲）の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 3,400百万円

 負債合計 3,262百万円

 資本の額 160百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 －

 当期純損失 172百万円

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ小金井

 事業内容：健常高齢者向シニア

住宅（チャーミング・

スクウェア小金井）の

運営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 3,747百万円

 負債合計 3,666百万円

 資本の部 80百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 －

 当期純損失 48百万円

(2)合併の目的

   当社グループにおきましては

シニアハウジング＆サービス事

業の中核として健常高齢者向シ

ニア住宅の保有・運営を行って

まいりましたが、これまで上記

連結子会社５社に分散されてい

た資産を集中させるため、当社

が資産を保有し、保有と運営を

分離し、経営効率の改善及びキ

ャッシュ・フローの増大を図る

ため合併するものであります。



 
（2）【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成18年11月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年６月１日

  至 平成19年11月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年６月１日 
 至 平成19年５月31日)

(3)合併の方法及び合併契約の内容

  当社を存続会社とする吸収合

併方式で、㈱チャーミング・コ

ミュニティ、㈱チャーミング・

コミュニティ芦屋、㈱チャーミ

ング・コミュニティ白金、㈱チ

ャーミング・コミュニティ豊洲

及び㈱チャーミング・コミュニ

ティ小金井は解散いたします。

(4)合併の比率

  当社と当社100%子会社間の合

併であることから、合併の比率

の取り決めはありません。

  また、合併に際して新株式を

発行せず、新株式の割当は行い

ません。

(5)合併交付金

  合併交付金の支払は、ありま

せん。

(6)合併の効力発生日

  平成19年２月１日といたしま

す。ただし、合併手続進行上の

必要性その他の事由により、当

該会社協議の上日程を変更する

場合があります。

(7)会計処理の概要

  当該合併は、企業結合に係る

会計基準（「企業結合に係る会

計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成15年10月

31日)）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適

用指針第10号 平成17年12月27

日）に基づき、共通支配下の取

引として処理いたします。

  なお、当該合併に伴うのれん

は発生いたしません。

 



２ 【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,252 3,566 1,785

 ２ 受取手形 ― ― 1,918

 ３ 売掛金 489 327 252

 ４ 販売用不動産 ※２ 2,469 2,146 2,303

 ５ 仕掛販売用不動産 ※２ 5,190 5,076 5,464

 ６ 仕掛品 ※2,4 1,248 2,468 2,341

 ７ 関係会社短期貸付金 3,307 1,488 20

 ８ 立替金 972 356 281

 ９ その他 ※５ 1,138 1,040 2,268

    貸倒引当金 △16 △19 △17

   流動資産合計 16,052 36.4 16,453 21.3 16,618 23.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※1,2 672 16,275 16,664

  (2) 土地 ※２ 228 10,895 10,894

  (3) その他 ※1,2 118 1,019 2.3 1,815 28,985 37.5 1,301 28,860 39.9

 ２ 無形固定資産 50 0.1 91 0.1 69 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※2,7 2,644 896 3,907

  (2) 関係会社株式 ※２ 9,860 15,948 12,442

  (3) その他の関係会社 

    有価証券
2,165 2,027 2,734

  (4)長期貸付金 21 467 16

  (5)関係会社 
    長期貸付金

11,323 12,045 8,525

  (6)その他 ※２ 1,018 1,585 1,051

   貸倒引当金 △7 △54 △31

   投資損失引当金 ―
27,025

 
61.2

 
△1,560 31,356 40.6 △2,317 26,328 36.4

   固定資産合計 28,095 63.6 60,433 78.2 55,258 76.4

   開業費 ― 393 440

   繰延資産合計 ― ― 393 0.5 440 0.6

   資産合計 44,147 100.0 77,279 100.0 72,316 100.0



前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 404 131 392

 ２ 買掛金 243 540 1,820

 ３ 短期借入金 ※２ 5,931 15,873 9,833

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

※２ 4,663 8,812 7,190

 ５ 不動産事業前受金 1,302 847 241

 ６ 預り金 ※７ 3,944 9,622 8,961

 ７ その他 1,436 3,937 4,324

   流動負債合計 17,925 40.6 39,765 51.5 32,764 45.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 80 260 340

 ２ 新株予約権付社債 6,155 2,075 2,075

 ３ 長期借入金 ※２ 10,708 18,975 21,139

 ４ 長期前受収益 ― 1,590 1,232

 ５ 預り保証金 336 924 811

 ６ その他 264 ― 287

   固定負債合計 17,543 39.7 23,824 30.8 25,886 35.8

   負債合計 35,469 80.3 63,590 82.3 58,650 81.1



  

 
  

前中間会計期間末 
（平成18年11月30日）

当中間会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成19年５月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,687 6.1 5,729 7.4 5,228 7.2

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 2,434 5,477 4,976

  (2) その他資本剰余金 17 17 17

   資本剰余金合計 2,452 5.6 5,494 7.1 4,993 6.9

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 3,144 2,818 3,090

   利益剰余金合計 3,144 7.1 2,818 3.7 3,090 4.3

 ４ 自己株式 △89 △0.2 △351 △0.5 △89 △0.1

   株主資本合計 8,194 18.6 13,692 17.7 13,222 18.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

471 1.1 △2 △0.0 433 0.6

   評価・換算差額等 
   合計

471 1.1 △2 △0.0 433 0.6

Ⅲ 新株予約権 11 0.0 ― ― 9 0.0

   純資産合計 8,678 19.7 13,689 17.7 13,666 18.9

   負債純資産合計 44,147 100.0 77,279 100.0 72,316 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 8,927 100.0 11,299 100.0 20,668 100.0

Ⅱ 売上原価 4,773 53.5 7,669 67.9 11,525 55.8

   売上総利益 4,153 46.5 3,629 32.1 9,142 44.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,660 18.6 1,958 17.3 3,531 17.1

   営業利益 2,493 27.9 1,671 14.8 5,611 27.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 205 185 372

 ２ その他 54 260 2.9 309 495 4.4 358 731 3.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 375 718 952

 ２ その他 99 475 5.3 228 946 8.4 297 1,249 6.0

   経常利益 2,277 25.5 1,220 10.8 5,093 24.6

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ― ― 583

 ２ 投資有価証券売却益 58 ― 98

 ３ 関係会社株式売却益 18 ― ―

 ４ 貸倒引当金戻入益 6 83 0.9 15 15 0.1 ― 682 3.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 1 2 1

 ２ 投資有価証券評価損 110 ― 112

 ３ 子会社再編費用 1,161 ― 1,556

 ４ 投資損失引当金繰入 ― 763 2,317

 ５ その他 ― 1,273 14.2 25 791 7.0 ― 3,987 19.3

   税引前中間(当期) 
   純利益

1,088 12.2 444 3.9 1,788 8.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,060 5 1,937

   法人税等調整額 △514 546 6.1 516 522 4.6 △693 1,244 6.0

   中間(当期)純利益 541 6.1 △78 △0.7 543 2.6

又は中間純損失(△)



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

  

（単位：百万円）

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他

資本剰余金

その他 

利益剰余金

繰越 

利益剰余金

平成18年５月31日残高 2,675 2,423 17 2,696 △89 7,724

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 11 11 22

 剰余金の配当 △93 △93

 中間純利益 541 541

 株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額)
―

中間会計期間中の変動額合計 11 11 ― 448 ― 470

平成18年11月30日残高 2,687 2,434 17 3,144 △89 8,194

評価・換算 

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券 

評価差額金

平成18年５月31日残高 521 ― 8,245

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 22

 剰余金の配当 △93

 中間純利益 541

 株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額)
△49 11 △38

中間会計期間中の変動額合計 △49 11 432

平成18年11月30日残高 471 11 8,678



当中間会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

  
  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他

資本剰余金

その他 

利益剰余金

繰越 

利益剰余金

平成19年５月31日残高（百万円） 5,228 4,976 17 3,090 △89 13,222

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 501 501 1,002

 剰余金の配当 △193 △193

 中間純損失 △78 △78

 自己株式の取得 △261 △261

 株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計（百万円） 501 501 ― △271 △261 469

平成19年11月30日残高（百万円） 5,729 5,477 17 2,818 △351 13,692

評価・換算 

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券 

評価差額金

平成19年５月31日残高（百万円） 433 9 13,666

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,002

 剰余金の配当 △193

 中間純損失 △78

 自己株式の取得 △261

 株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額)
△436 △9 △446

中間会計期間中の変動額合計（百万円） △436 △9 22

平成19年11月30日残高（百万円） △2 ― 13,689



前事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本 

準備金

その他

資本剰余金

その他 

利益剰余金

繰越 

利益剰余金

平成18年５月31日残高（百万円） 2,675 2,423 17 2,696 △89 7,724

事業年度中の変動額

 新株の発行 2,552 2,552 5,104

 剰余金の配当 △149 △149

 当期純利益 543 543

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額)
―

事業年度中の変動額合計（百万円） 2,552 2,552 ― 394 ― 5,498

平成19年５月31日残高（百万円） 5,228 4,976 17 3,090 △89 13,222

評価・換算 

差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券 

評価差額金

平成18年５月31日残高（百万円） 521 ― 8,245

事業年度中の変動額

 新株の発行 5,104

 剰余金の配当 △149

 当期純利益 543

 株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額)
△87 9 △78

事業年度中の変動額合計（百万円） △87 9 5,420

平成19年５月31日残高（百万円） 433 9 13,666



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 資産の評価基準

及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

  移動平均法による原価

法を採用しております。

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社

株式

同左

 その他有価証券

  ①時価のあるもの

   中間決算期末日の市

場価格等に基づく時

価法

   (評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。)

 その他有価証券

  ①時価のあるもの

同左

 その他有価証券

  ①時価のあるもの

   決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。)

  ②時価のないもの

   移動平均法による原

価法

   ただし、匿名組合出

資金は個別法によっ

て お り、詳 細 は「7

（2）匿名組合出資金

の会計処理」に記載

しております。

  ②時価のないもの

同左

②時価のないもの

同左

(2) デリバティブ 

  時価法

(2) デリバティブ

同左

(2) デリバティブ

同左

(3) たな卸資産

  販売用不動産、仕掛販

売用不動産、仕掛品

  個別法による原価法

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

２ 固定資産の減価

償却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法(平成10年４月１

日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)につい

ては、定額法)を採用して

おります。

  ただし、定期借地権を

設定し賃借した土地にあ

る建物については、残存

価額を０円として、使用

期限を耐用年数とした定

額法を採用しておりま

す。 

 なお、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間均等償却を採用し

ております。

 

(1) 有形固定資産

  定率法(平成10年４月

１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法)を採

用しております。

  なお、取得価額10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間均等償却を採用し

ております。

  主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～47年

車両運搬具 ３～６年

工具器具備品 ３～15年

 

(1) 有形固定資産

同左

  

  

 

 

  主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 ３～47年

車両運搬具 ３～６年

工具器具備品 ３～15年

(2) 無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づいております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理

方法

社債発行費

支払時に全額費用として

処理しております。

①社債発行費

同左 

 

②開業費

開業後、効果の発現す

る期間（５年間）にわた

り月数を基準とした均等

償却 

 

③株式交付費

支払時に全額費用とし

て処理しております。

①社債発行費

同左 

 

②開業費

同左

 

 

 

 

③株式交付費

同左



項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

４ 引当金の計上基

準

①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備える

ため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

①貸倒引当金

同左 

 

①貸倒引当金

同左 

 

 

②     ― ②投資損失引当金

 関係会社への投資等に対

する損失に備えるため、そ

の財政状態等を勘案して計

上しております。

②投資損失引当金

同左

５ リース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方

法

(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップのうち特例

処理の要件を満たしている

ものについては、特例処理

を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

(2) ヘッジ手段とヘッジ

対象

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りであります。

 ａ ヘッジ手段

      …金利スワップ

 ｂ ヘッジ対象

      …借入金

同左

 

  

 

   

当事業年度にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のと

おりであります。

ａ ヘッジ手段

…金利スワップ

ｂ ヘッジ対象

…借入金

(3) ヘッジ方針

  借入金の金利変動リス

クを回避する目的でデリ

バティブ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行ってお

ります。

(3) ヘッジ方針

同左

  

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

個別取引ごとに、有効性

を判断することとしており

ます。なお、特例処理によ

っている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省

略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の

方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

７ その他中間財務

諸表(財務諸表)

作成のための基

本となる重要な

事項

(1) 消費税等の会計処理方

法

  消費税等の会計処理は

税抜方式によっておりま

す。

(1) 消費税等の会計処理方

法

同左

(1) 消費税等の会計処理方

法

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(2) 匿名組合出資金の会計

処理

当社は、匿名組合出資

を行うに際して、匿名組

合の財産の持分相当額

を、関係会社に対するも

のは「その他の関係会社

有価証券」とし、その他

の会社に対するものは

「投資有価証券」として

計上しております。匿名

組合への出資時に「その

他の関係会社有価証券」

ないし「投資有価証券」

を計上し、匿名組合が獲

得した純損益の持分相当

額については、「営業損

益」に計上し、営業者か

らの出資金の払い戻しに

ついては、「その他の関

係会社有価証券」ないし

「投資有価証券」を減額

させております。

               

―

(2) 匿名組合出資金の会計

処理

当社は、匿名組合出資

を行うに際して、匿名組

合の財産の持分相当額

を、関係会社に対するも

のは「その他の関係会社

有価証券」とし、その他

の会社に対するものは

「投資有価証券」として

計上しております。匿名

組合への出資時に「その

他の関係会社有価証券」

ないし「投資有価証券」

を計上し、匿名組合が獲

得した純損益の持分相当

額については、「営業損

益」に計上するととも

に、同額を「その他の関

係会社有価証券」ないし

「投資有価証券」に加減

し、営業者からの出資金

の払い戻しについては、

「その他の関係会社有価

証券」ないし「投資有価

証券」を減額させており

ます。 

 ただし、当社が管理運

営する匿名組合等への出

資に係る会計処理は、決

算日における組合等の決

算による財務諸表に基づ

いて組合等の資産、負債

及び収益、費用を当社の

持分割合に応じて計上し

ております。

(3) 不動産開発事業に係る

支払利息の原価算入

土地の購入金額が３億

円以上で、かつ、開発期

間が１年を超える不動産

開発事業に係る支払利息

は、開発期間中のものに

限り、取得原価に算入し

ております。なお、当中

間会計期間において取得

原価に算入した支払利息

は41百万円であります。

(2) 匿名組合出資金の会計

処理

同左

―



会計方針の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

（企業結合に係る会計基準等）

  当中間会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

       ― （企業結合に係る会計基準等）

  当期から「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結

合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。

  これによる損益に与える影響は

ありません。

       ―        ― （固定資産の減価償却方法の変更）

  当期から、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行令の一

部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は

軽微であります。

       ― （不動産開発事業に係る支払利息の

原価算入）

  従来、借入金の支払利息につい

ては期間費用として処理しており

ましたが、不動産開発事業が増加

してきたことに伴い、費用・収益

を合理的に対応させ、企業の経営

成績をより適正に表示する目的か

ら、当中間会計期間より特定の不

動産開発事業の支払利息は取得原

価に算入しております。 

 この変更に伴い、従来の方法に

比べ、当中間会計期間における経

常利益および税引前中間純利益は

それぞれ41百万円増加しておりま

す。

       ―



表示方法の変更 

  

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

（中間貸借対照表）

  前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「立替金」については、資産総額の

100分の1を超えることとなったため、当中間会計期間よ

り区分掲記することといたしました。

  なお、前中間会計期間の「立替金」は、519百万円で

あります。

（中間貸借対照表）

  前中間会計期間において流動負債の「預り金」に含

めておりました投資有価証券の消費貸借契約に係る預

り金受入高については、取引の実情を鑑み、当中間会

計期間より「短期借入金」に含めております。

  なお、前中間会計期間の当該残高は、726百万円で

あります。

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末 
(平成19年５月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、136百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、1,044百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、604百万円であります。

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

販売用不動産 2,220百万円

仕掛販売用 
不動産

4,761百万円

建物 131百万円

土地 122百万円

関係会社株式 4,752百万円

その他(投資そ

の他の資産)
58百万円

合計 12,046百万円

 

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

販売用不動産 2,146百万円

仕掛販売用
不動産

4,199百万円

仕掛品 1,096百万円

建物 15,815百万円

土地 10,871百万円

その他（有形固

定資産）
1,709百万円

関係会社株式 5,424百万円

その他（投資そ

の他の資産）
58百万円

合計 41,322百万円

 

 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務は、次のとお

りであります。

販売用不動産 2,302百万円

仕掛販売用

不動産
4,996百万円

仕掛品 1,054百万円

建物 16,197百万円

構築物 291百万円

機械装置 12百万円

土地 10,871百万円

建設仮勘定 883百万円

投資有価証券 881百万円

関係会社株式 5,424百万円

出資金 13百万円

長期性預金 45百万円

合計 42,973百万円

 

 

担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 2,863百万円

１年以内返済長 

期借入金
4,613百万円

長期借入金 9,564百万円

合計 17,040百万円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

短期借入金 2,838百万円

１年以内返済長

期借入金
7,582百万円

長期借入金 17,210百万円

合計 27,630百万円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

短期借入金 5,214百万円

１年以内返済予 

定長期借入金
7,141百万円

長期借入金 19,018百万円

合計 31,374百万円



 
  

前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末 
(平成19年５月31日)

 

 ３ 保証債務

   次の子会社について、リース

契約、金融機関からの借入、長

期預り保証金等に対し債務保証

を行っております。

㈱ゼクス 
コミュニティ

829百万円

㈱ゼクスペット 
コミュニティ

407百万円

㈱チャーミング・
リゾート那須

40百万円

㈱チャーミング・
リゾートワイルド
ダック

800百万円

㈱ジーメド 7百万円

㈱チャーミング・
コミュニティ

5,710百万円

㈱チャーミング・
コミュニティ芦屋

9,453百万円

㈱チャーミング・
リゾート沖縄

4,799百万円

㈱チャーミング・
リゾート藤岡

1,440百万円

㈱チャーミング・
リゾート関越

800百万円

㈱チャーミング・
コミュニティ白金

3,700百万円

㈱チャーミング・
リゾート都

710百万円

㈱チャーミング・コ

ミュニティ小金井
3,660百万円

㈱チャーミング・
リゾートすんぷ

453百万円

㈱ゼクスアクティ
ブ・エイジ

3,153百万円

㈲Z・ONE 8,000百万円

㈲仙台本町ビル 418百万円

 

 

 ３ 保証債務

   次の子会社及び取引先につい

て、リース契約、金融機関から

の借入、長期預り保証金等に対

し債務保証を行っております。

㈱ゼクス 
コミュニティ

5,986百万円

㈱ゼクスアクティ
ブ・エイジ

8,413百万円

㈱チャーミング・
リゾート那須

24百万円

㈱ジーメド 4百万円

㈱チャーミング・
リゾート沖縄

4,597百万円

㈱チャーミング・
リゾート藤岡

1,260百万円

㈱チャーミング・
リゾートワイルド
ダック

720百万円

㈱チャーミング・
リゾート関越

700百万円

㈱チャーミング・
リゾート都ゴルフ
倶楽部

633百万円

㈱チャーミング・
リゾートすんぷ

359百万円

㈱すんぷ夢ひろば 1,912百万円

㈲仙台本町ビル 390百万円

㈱ビクトリアフォ
ールズ

1,800百万円

（同）ブトリント 2,100百万円

（同）ブロッサム 1,000百万円

由 利 土 地 開 発
（同）

2,650百万円

㈱ペットコミュニ
ティ

240百万円

㈱キャピテクス 18百万円

（同）ゼット・エ
ー・エー

3,012百万円

 

３ 保証債務

 次の連結子会社及び取引先につい

て、リース契約並びに金融機関から

の借入に対し債務保証を行っており

ます。

㈱ゼクス 

コミュニティ
2,204百万円

㈱ゼクスペット 

コミュニティ
327百万円

㈱ゼクスアクティ

ブ・エイジ 7,508百万円

㈱チャーミング・ 

リゾート那須
36百万円

㈱ジーメド 5百万円

㈱チャーミング・ 

リゾート沖縄
4,696百万円

㈱チャーミング・

リゾート藤岡
1,350百万円

㈱チャーミング・ 

リゾートワイルド 

ダック

760百万円

㈱チャーミング・

リゾート関越
750百万円

㈱チャーミング・ 

リゾート都ゴルフ 

倶楽部

672百万円

㈱チャーミング・ 

リゾートすんぷ
386百万円

㈲すんぷ夢ひろば 2,548百万円

㈲仙台本町ビル 410百万円

 

※４ 土地の仕入に関する金額が

含まれております。

※４     同左 ※４     同左



前中間会計期間末 
(平成18年11月30日)

当中間会計期間末
(平成19年11月30日)

前事業年度末 
(平成19年５月31日)

※５ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※５ 消費税等の取扱い

同左

※５     ―

６ 当社は、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行６行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結して

おります。

６ 当社は、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結して

おります。

６ 当社は、プロジェクト資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と貸出コミットメント契

約を締結しております。

 

  当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額

8,905百万円

借入実行 

残高
7,587百万円

差引額 1,318百万円

  
 

  当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度

額及び貸出コ

ミットメント

の総額

6,190百万円

借入実行 

残高
4,060百万円

差引額 2,130百万円

  

 

  当期における貸出コミットメ

ント契約に係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

貸出コミット

メントの総額
5,500百万円

借入実行 

残高
3,700百万円

差引額 1,800百万円

※７ 投資有価証券の消費貸借契

約

  投資有価証券の一部に消費貸

借契約を結んでおり、その貸借

対照表価額は1,088百万円であ

ります。なお、当該取引に係る

預り金受入高は、流動負債の

「預り金」に含まれており、そ

の金額は726百万円でありま

す。

 ８      ―

 

 

※７     ―

 ８ 差入有価証券等の注記

  有価証券を担保とした有価証

券の消費貸借契約により差し入

れた有価証券、または受け入れ

た有価証券の時価額は以下のと

おりであります。

消費貸借契約

により貸し付

けた有価証券

725百万円

差し入れた有

価証券の合計

額

725百万円

消費貸借契約

により借り入

れた有価証券

725百万円

受け入れた有

価証券の合計

額

725百万円

※７ 投資有価証券の消費貸借契

約

   投資有価証券の一部に消費

貸借契約を結んでおり、その

貸借対照表価額は881百万円で

あります。なお、当該取引に

係る預り金受入高は、流動負

債の「短期借入金」に含まれ

ており、その金額は555百万円

であります。

 ８      ―



次へ 

(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

１ 減価償却実施額

有形固定資産 34百万円

無形固定資産 4百万円

１ 減価償却実施額

有形固定資産 444百万円

無形固定資産 8百万円

１ 減価償却実施額

有形固定資産 304百万円

無形固定資産 11百万円

※２ 固定資産除却損

建物 0百万円

什器備品 0百万円

合計 1百万円
 

※２ 固定資産除却損

その他 2百万円

※２ 固定資産除却損

建物 0百万円

備品 0百万円

合計 1百万円



（中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年６月１日 至 平成18年11月30日) 

 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日) 

 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

前事業年度(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日) 

 自己株式に関する事項 

   
（注）１ 自己株式の増加311.16株は、株式分割による増加であります。 

   ２ 自己株式の減少0.32株は、端株の売渡による減少であります。 

 
  

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 311 311 ― 622

株式分割による増加 311株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 622 2,917 ― 3,539

自己株式の市場買付による増加 2,917株

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 摘要

普通株式 311.16 311.16 0.32 622.00 注1,2

合計 311.16 311.16 0.32 622.00



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

1. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

1. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

1. リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

その他 
(工具器 
具備品)

64 30 33

無 形 固
定資産 
(ソフト
ウェア)

34 5 28

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

その他 
(工具器 
具備品)

105 48 57

無 形 固
定資産 
(ソフト
ウェア)

45 12 32

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末 
残高 

相当額 
(百万円)

その他
(工具器 
具備品)

64 37 26

ソ フ ト
ウェア

34 8 25

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 21百万円

１年超 42百万円

合計 63百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 25百万円

１年超 66百万円

合計 91百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 18百万円

１年超 34百万円

合計 52百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 10百万円

減価償却費相当額 10百万円

支払利息相当額 0百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 14百万円

減価償却費相当額 13百万円

支払利息相当額 0百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 20百万円

支払利息相当額 1百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左

2. オペレーテイング・リース取引

未経過リース料

１年内 198百万円

１年超 1,207百万円

合計 1,405百万円

2. オペレーテイング・リース取引

未経過リース料

１年内 571百万円

１年超 8,484百万円

合計 9,056百万円

2. オペレーテイング・リース取引

未経過リース料

１年内 190百万円

１年超 1,112百万円

合計 1,302百万円



次へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成18年11月30日） 

有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

当中間会計期間末（平成19年11月30日） 

有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

前事業年度末（平成19年５月31日） 

有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 
  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しておりますので、記載を省略しております。 

区分
中間貸借対照表計上額 

(百万円)
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 子会社株式 5,447 3,938 △1,508

(2) 関連会社株式 ― ― ―

計 5,447 3,938 △1,508

区分
中間貸借対照表計上額 

(百万円)
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 子会社株式 5,447 4,653 △793

(2) 関連会社株式 ― ― ―

計 5,447 4,653 △793

区分
貸借対照表計上額 

(百万円)
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 子会社株式 5,447 5,441 △5

(2) 関連会社株式 ― ― ―

計 5,447 5,441 △5



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

当社は、当社連結子会社である

㈱チャーミング・コミュニティ、

㈱チャーミング・コミュニティ芦

屋、㈱チャーミング・コミュニテ

ィ白金、㈱チャーミング・コミュ

ニティ豊洲及び㈱チャーミング・

コミュニティ小金井と、平成18年

12月21日開催の㈱チャーミング・

コミュニティ、㈱チャーミング・

コミュニティ芦屋、㈱チャーミン

グ・コミュニティ白金、㈱チャー

ミング・コミュニティ豊洲及び㈱

チャーミング・コミュニティ小金

井の臨時株主総会、同日開催の当

社取締役会におけるそれぞれの合

併契約承認決議により、平成19年

２月１日を効力発生日とする合併

契約を締結いたしました。

合併に関する事項の概要は、次

のとおりであります。

      ―       ― 

(1)合併の相手会社の概要

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ

  事業内容：健常高齢者向シニア

住宅(チャーミング・

スクウェア舞子)の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 7,387百万円

 負債合計 7,203百万円

 資本の額 350百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 224百万円

 当期純損失 213百万円

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ芦屋

  事業内容：健常高齢者向シニア

住宅(チャーミング・

スクウェア芦屋)の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 15,654百万円

 負債合計 15,503百万円

 資本の額 325百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 ―

 当期純損失 182百万円



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ白金

 事業内容：健常高齢者向シニア

住宅(チャーミング・

スクウェア白金)の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 3,799百万円

 負債合計 3,713百万円

 資本の額 100百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 ―

 当期純損失 39百万円

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ豊洲

  事業内容：健常高齢者向シニア

住宅(チャーミング・

スクウェア豊洲)の運

営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 3,400百万円

 負債合計 3,262百万円

 資本の額 160百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 ―

 当期純損失 172百万円

名称：㈱チャーミング・コミュニ

ティ小金井

  事業内容：健常高齢者向シニア

住宅(チャーミング・

スクウェア小金井)の

運営

 

財政状態（平成18年11月期）

 資産合計 3,747百万円

 負債合計 3,666百万円

 資本の額 80百万円

経営成績（平成18年11月期）

 売上高 ―

 当期純損失 48百万円

(2)合併の目的

当社グループにおきましてはシニ

アハウジング＆サービス事業の中

核として健常高齢者向けシニア住

宅の保有・運営を行ってまいりま

したが、これまで上記連結子会社

５社に分散されていた資産を集中

させるため、当社が資産を保有

し、保有と運営を分離し、経営効

率の改善及びキャッシュ・フロー

の増大を図るため、合併するもの

であります。



前へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年６月１日
至 平成18年11月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年６月１日
至 平成19年11月30日)

前事業年度
(自 平成18年６月１日
至 平成19年５月31日)

(3)合併の方法及び合併契約の内容

当社を存続会社とする吸収合併

方式で、㈱チャーミング・コミュ

ニティ、㈱チャーミング・コミュ

ニティ芦屋、㈱チャーミング・コ

ミュニティ白金、㈱チャーミン

グ・コミュニティ豊洲及び㈱チャ

ーミング・コミュニティ小金井は

解散いたします。

(4)合併の比率

当社と当社100%子会社間の合併

であることから、合併の比率の取

り決めはありません。

また、合併に際して新株式を発

行せず、新株式の割当は行いませ

ん。

(5)合併交付金

合併交付金の支払は、ありませ

ん。

(6)合併の効力発生日

平成19年２月１日といたしま

す。ただし、合併手続進行上の必

要性その他の事由により、当該会

社協議の上日程を変更する場合が

あります。

(7)会計処理の概要

当該合併は、企業結合に係る会

計基準（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成 15年 10月 31

日））及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準適用指針

第10号 平成17年12月27日）に基

づき、共通支配下の取引として処

理いたします。

なお、当該合併に伴うのれんは

発生いたしません。

 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第11期(自 平成18年６月１日 至 平成19年５月31日)平成19年８月27日関東財務局長に提

出。 

  

(2) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(特定子会社の異動)の規定に基づく臨時 

  報告書を平成19年７月20日関東財務局長に提出。 

(3) 自己株券買付報告書 

  報告期間 (自 平成19年９月11日 至 平成19年９月30日) 平成19年10月16日関東財務局長に提出 

  報告期間 (自 平成19年10月１日 至 平成19年10月31日) 平成19年11月９日関東財務局長に提出 

  報告期間 (自 平成19年11月１日 至 平成19年11月30日) 平成19年12月７日関東財務局長に提出 

  報告期間 (自 平成19年12月１日 至 平成19年12月31日) 平成20年１月８日関東財務局長に提出 

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年２月23日

株式会社ゼクス 

 取締役会 御中 
  

城東監査法人 
   

   

あずさ監査法人 
   

   

  

  

 私たち監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ゼクスの平成18年6月1日から平成19年5月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年6月1日から平成

18年11月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、私たち監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たち監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たち監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続

に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たち監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表

に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 私たち監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作

成基準に準拠して、株式会社ゼクス及び連結子会社の平成18年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年6月1日から平成18年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

  

 会社と私たち監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

  

 
  

指定社員
業務執行社員

公認会計士  高橋 哲雄  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  大神 行徳  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  二ノ宮 隆雄 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  小尾 淳一  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成20年２月26日

株式会社ゼクス 

 取締役会 御中 
 

 

あずさ監査法人 
   

   

   

  

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ゼクスの平成19年６月１日から平成20年５月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年６月

１日から平成19年11月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ゼクス及び連結子会社の平成19年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連

結会計期間（平成19年６月１日から平成19年11月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

（1）会計方針の変更に記載のとおり、会社は、当中間連結会計期間より不動産開発事業に係る支払利息の会計処理を変

更している。 

（2）重要な後発事象に記載のとおり、グッドウィル・グループ株式会社およびその子会社である株式会社コムスンから

のシニア・ハウジング事業の承継に関する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

  

 
  

指定社員
業務執行社員

公認会計士  二ノ宮 隆雄 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  小尾  淳一 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  永井   勝 ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年２月23日

  

株式会社ゼクス 

 取締役会 御中 
  

城東監査法人 
   

   

あずさ監査法人 
   

   

  

 私たち監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ゼクスの平成18年6月1日から平成19年5月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（平成18年6月1日から平成18

年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たち監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たち監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私たち監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。私たち監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 私たち監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ゼクスの平成18年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年6月1

日から平成18年11月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年12月21日に会社の連結子会社である㈱チャーミング・コミ

ュニティ他４社と合併契約を締結した。 

 会社と私たち監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

  

 
  

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  高橋 哲雄  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  大神 行徳  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  二ノ宮 隆雄 ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小尾 淳一  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成20年２月26日

  

株式会社ゼクス 

 取締役会 御中 
 

 

あずさ監査法人 
   

   

     

  

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ゼクスの平成19年６月１日から平成20年５月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成19年６月１

日から平成19年11月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ゼクスの平成19年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年６月１日

から平成19年11月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計方針の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間より不動産開発事業に係る支払利息の会計処理を変更して

いる。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

  

 
  

指定社員
業務執行社員

公認会計士  二ノ宮 隆雄 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  小尾  淳一 ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  永井   勝 ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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